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第 章 職員の任免及び職員数に関する状況

「地方公務員法」では，職員に欠員が生じた場合，採用，昇任などの方法により職

員を任命することができるとされています。

なお，職員の採用や昇任などは，受験成績や人事評価などの能力の実証に基づいて

行うものとされています。

１ 職員の採用の状況

採用とは，現在職員でない者を職員に任命することをいいます。

平成 年度における職員の採用状況は，次のとおりです。

（単位：人）

区 分 事務職 技術職
免許・

資格職等

技能・

労務職
消防職 教育職 合計

市長部局等

消 防 局

交 通 局

上下水道局

教育委員会

合計

（注）１ 市長部局等とは，環境政策局や行財政局などの市長が所管する事務部局，市会事務局や

行政委員会（監査委員，選挙管理委員会，人事委員会，農業委員会）の事務局をいいます。

２ 技術職とは，土木，建築，電気，機械などの技術的な業務に従事する職員をいいます。

３ 免許・資格職等とは，医師，看護師，薬剤師などの免許・資格を必要とする職員をいい

ます。

４ 技能・労務職とは，機器の運転操作，ごみの収集，庁舎の監視などの業務に従事する

職員をいいます。

交通局における技能・労務職は，若年嘱託員制度に基づき，非常勤嘱託員として３年間

任用した者を対象に，改めて選考試験を実施したうえ，正職員に採用した者です。

５ 消防職とは，消防署等で，消火・救助活動などに従事する職員をいいます。

６ 教育職とは，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，総合支援学校などで教育に携わる

職員をいいます。

― 1―
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２ 職員の昇任・降任の状況

昇任とは，職員を現在の職よりも上位の職に任命することをいい，降任とは，職員を

現在の職よりも下位の職に任命することをいいます。

平成 年度における職員の昇任・降任の状況は，次のとおりです。

（単位：人）

区 分
昇 任

降任
係長級 課長補佐級 課長級 部長級 局長級

市長部局等

消 防 局

交 通 局

上下水道局

教育委員会

合 計

３ 職員の退職の状況

平成 年度における職員の退職の状況は，次のとおりです。

（単位：人）

区 分 定年退職 特例退職
自己都合

退職
その他 合計

（参考）

平成２７年度

市長部局等

消 防 局

交 通 局

上下水道局

教育委員会

合 計

（注）１ 特例退職とは， 歳（医師等の場合 歳）以上，定年退職前に早期退職した者で，市長

が特に適当と認める者をいいます。

２ 「その他」は，死亡退職，分限免職，懲戒免職などです。
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４ 職員数の状況

⑴ 実人員数

ア 各年度 月 日現在の職員数

（単位：人）

区 分
職員数 対前年度増減数

（△：減）
平成 年度 平成 年度

市長部局等 （ ） （ ） △ （ ）

消 防 局 （ ） （ ） △ （ ）

交 通 局 （ ） （ ） △ （ ）

上下水道局 （ ） （ ） △ （ ）

教育委員会 （ ） （ ） （ ）

合 計 （ ） （ ） （ ）

（注）１ 職員数は，府費負担教職員（京都府が給与費を負担している教職員），臨時及び非常

勤職員を除いた一般職の数です。（交通局の職員数には，嘱託職員を含んでいます。）

※ 平成 年度の職員数の増加は，教育委員会の府費負担教職員の定数決定権限移譲

に伴うものです。

２ （ ）内は，再任用職員（本市退職職員のうち，在職中の知識や経験を活用し，一般

職の地方公務員として職務に従事する者）で，外数です。

３ 消防局の職員数は，初任教育（※）中の消防職員を除いています（以下の職員数につ

いても同様です。）。

※ 初任教育とは，新たに採用された消防職員に対して，職務に必要な規律や基礎知識，

技術などを修得させる教育であり，全寮制の消防学校で実施しています。

― 3―
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イ 「「はばたけ未来へ！ 京プラン」実施計画」における部門別定員管理計画による

職員数適正化進捗状況

職員数の適正化については，持続可能な行財政の確立という観点から，これまで

から職員数削減の具体的な数値目標を定め，徹底した取組を進めてきました。

平成 年 月に策定した「「はばたけ未来へ！京プラン」実施計画 第 ステー

ジ」における新たな部門別定員管理計画（取組期間 平成 年度～平成 年度）

では，「一般会計等において職員 人以上を削減」することを目標として掲げてい

ます。

平成 年度から平成 年度にかけての削減数は 人となっており，今後も，

行政課題には的確に対応しつつ，効率的で効果的な人員配置を行うなど，更なる職

員数の適正化に努めます。

「「はばたけ未来へ！ 京プラン」実施計画 第 ステージ」における職員数適正化

進捗状況は次のとおりです。

（単位：人）

年度 年度 合計

増減数 一般会計部門 △ △ △

（注） 増減数は，各年度 月 日現在の職員数と前年度 月 日現在の職員数を比較した

数です（再任用職員は除く）。

＜参考＞「「はばたけ未来へ！ 京プラン」実施計画」における増減数

（単位：人）

年度 年度 年度 年度 合 計

増減数

普通会計部門 △ △ △ △ △

公営企業会計部門 △ △ △ △

合 計 △ △ △ △ △

（注） 増減数は，各年度 月 日現在の職員数と前年度 月 日現在の職員数を比較した

数です（再任用職員は除く）。
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⑵ 定員管理調査における職員数等

定員管理調査とは，地方公共団体の職員数の実態を把握するため，当該年度の 月

日を基準日として，総務省が毎年行っている調査です。

なお，職員数の調査手法が異なるため， ページ「ア 各年度 月 日現在の職員

数」とは，一致しません。

ア 定員管理調査における部門別職員数の状況と主な増減理由

（単位：人）

（注）１ 職員数は，一般職に属する職員数です。

２ 内は，条例定数（京都市職員定数条例に定める職員数）の合計です。

区 分

部 門

職員数 対前年

増減数
主な増減理由

平成 年度 平成 年度

普

通

会

計

部

門

一

般

行

政

部

門

議 会 （増）

文化庁移転業務等文化行政推進のた

めの体制整備

待機児童対策のための体制整備

大型公共施設整備に伴う体制整備

（減）

戸籍事務の電算化に伴う体制見直し

保育所民間移管に伴う減員

清掃業務の業務執行体制の見直し

総 務

税 務 △

労 働 △

農林水産

商 工 △

土 木 △

民 生 △

衛 生 △

計 △
参考

人口 万人当たり職員数 人

教育部門
（増）

府費負担教職員の定数決定権限移譲

消防部門 △
（減）

業務執行体制の見直し

小 計
参考

人口 万人当たり職員数 人

会

計

部

門

公

営

企

業

等

交 通 （増）

お客様サービス向上に係る体制強化

などに伴う増員

嘱託職員の正規職員雇用に伴う増員

（減）

民間委託や，業務執行体制の見直し

などに伴う減員

水 道 △

下水道

その他

小 計

合 計
参考

人口 万人当たり職員数 人
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イ 年齢別職員構成の状況（平成 年 月 日現在）

 
（単位：人）

区 分
歳

未満

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

歳

以上
合 計

職員数

ウ 職員数の推移 単位：人

歳

未満

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 歳

以上

構成比

年 度

部門別

年度 年度 年度 年度 年度 年度

過去 年間

の増減数

（％）

一般行政
△

△ ％

教 育
％

消 防
△

△ ％

普通会計

計 ％

公営企業等会計

計 ％

合 計
％
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第２章 職員の人事評価の状況

人事評価とは，任用，給与，分限その他の人事管理の基礎とするために，職員がそ

の職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務

成績の評価のことです。

本市では平成 年度から，部・課長級の職員を対象として，能力評価と目標管理の

手法を導入した業績評価で構成する人事評価制度を実施しました。

平成 年度には，これまでの評価制度を見直し，職員の育成と組織の活性化を目的

に，対象を全職員に拡大して，職階に応じた共通の基準に基づく評価制度を試行し，

平成 年度から制度実施しています。

１ 人事評価制度の状況

⑴ 評価の方法

人事評価は，「行動評価」と「業績評価」により行います。

行動評価

職員の職制上の職（標準的な職）の段階に応じて，任命権者が発揮を求める行動（標

準職務行動）を明示し，これに基づいて定める評価項目に，実際の職務行動を照らし

て評価します。

業績評価

職員ごとに個別具体的な目標を設定し，これに照らして実際の成果を評価します。

行動評価

大

項

目

小項目

小項目

小項目

大

項

目

小項目

小項目

小項目

（
標
準
的
な
職
）

職
制
上
の
段
階

標準職務行動（職制上の段階に応
じて発揮を求める行動）

局長の標準職務行動

部長の標準職務行動

～

～

主任の標準職務行動

係員の標準職務行動

組
織
目
標

業績目標（貢献目標）

業績目標（貢献目標） １

業績目標（貢献目標） ２

～

～

～

業績目標（貢献目標） ７
業績目標（貢献目標） ８

業績評価

職責も踏まえつつ評価
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⑵ 対象者

区 分 内 容

被評価者

全ての職員を対象とすることを基本とします。ただし，次に該当する職員

は対象外とします。

① 臨時的任用職員及び嘱託職員

② 休職，休業等により評価期間に勤務実績がない職員

評 価 者

１次評価者

被評価者の直属の上司（課長級以上）とし，職場でのミーティングや面談

等，制度運用の中心となるとともに，日々の職務行動や業務の達成状況を踏

まえて，基準に従い評価します。

２次評価者

次評価者の直属の上司とし， 次評価を確認し，不均衡等があると認めら

れる場合，調整を行います。

被評価者 次評価者 次評価者

部長級 局長級

課長級 部長級 局長級

課長補佐級～係員級 課長級 部長級

⑶ 評価期間

各年度 月 日から翌年 月 日まで

⑷ その他

局長級については，局区運営方針等の取組等を踏まえて，局区の運営状況について

自己申告し，副市長が評価します。
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２ 人事評価結果の活用状況

管理又は監督の地位にある職員については平成 年度から，その他の職員については

平成 年度から，人事評価の結果を翌年度の 月 日の昇給及び勤勉手当の支給率並

びに表彰に反映させています。

また，勤務実績が良くない職員に対しては，平成 年度から，職務改善のための研

修を実施することとしています。

⑴ 昇給への反映状況

平成 年 月 日から平成 年 月 日

までにおける運用

京都市 国

管理職員 一般職員
特定管理

職員
一般職員

① 人事評価を実施した ○ ○ ○ ○

標準に加え，上位及び下位の区分も適用 ○ ○

標準に加え，上位の区分も適用

標準に加え，下位の区分も適用

標準の区分のみ適用 ○ ○

② 人事評価を実施していない

ア 管理又は監督の地位にある職員（管理職員）

ア 対象者

成績不良者

人事評価の最下位区分の者

【局長級】

Ａ，Ｂ，Ｃの 段階のうち，Ｃ評価の者

【部課長級】

業績評価，行動評価のいずれかが，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの

段階のうち，Ｄ評価の者

イ 反映の内容

翌年度の昇給を停止します。

イ その他の職員（一般職員）

ｱ 対象者

行動評価における個別評語の合計点が 点以下（満点： 点）の者

ｲ 反映の内容

翌年度の昇給を停止します。
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⑵ 勤勉手当ヘの反映状況

平成 年度中における運用

京都市 国

管理職員 一般職員
特定管理

職員
一般職員

① 人事評価を実施した ○ ○ ○ ○

標準に加え，上位及び下位の成績率も適用 ○ ○

標準に加え，上位の成績率も適用 ○

標準に加え，下位の成績率も適用 ○

標準の成績率のみ適用

② 人事評価を実施していない

ア 管理又は監督の地位にある職員（管理職員）

ｱ 対象者

成績優秀者

職階ごとに，人事評価の上位区分の者の中から ％の範囲内で

決定

【局長級】

Ａ，Ｂ，Ｃの 段階のうち，Ａ評価の者

【部課長級】

業績評価，行動評価のいずれもが，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの

段階のうち，Ｓ又はＡ評価の者

成績不良者

人事評価の最下位区分の者

【局長級】

Ａ，Ｂ，Ｃの 段階のうち，Ｃ評価の者

【部課長級】

業績評価，行動評価のいずれかが，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの

段階のうち，Ｄ評価の者

ｲ 反映の内容

成績優秀者
翌年度の手当の支給割合を，成績標準者に係る支給割合（※）

から ％割増します。

成績不良者
翌年度の手当の支給割合を，成績標準者に係る支給割合（※）

から ％減じます。

※ 成績優秀者の割増分の原資を確保するため，成績標準者（成績優秀者及び成

績不良者以外の者をいう。）の支給割合を，条例に規定する支給割合から ％減

じています。
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イ その他の職員（一般職員）

ｱ 対象者

行動評価における個別評語の合計点が 点以下（満点： 点）の者

ｲ 反映の内容

翌年度の手当の支給割合を，条例に規定する支給割合から ％減じます。

⑶ 表彰対象からの除外

成績不良者及び行動評価における個別評語の合計点が 点以下の者について，翌

年度の永年勤続表彰の対象から除きます。

⑷ 勤務実績が良くない職員に対する研修等

行動評価における個別評語の合計点が 点以下の者等に対しては，「職務改善プ

ログラム（以下「プログラム」という。）」に基づく研修を実施します。

対象職員がプログラムに基づく研修を 年連続受けたうえで，なお，当該職員の

直近の人事評価結果において，行動評価における個別評語の合計点が 点以下等に

該当する場合は，分限処分の対象となります。
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第３章 職員の給与の状況

本市職員の給与は，国と他の地方公共団体の職員の給与や民間の給与，生計費など

を考慮して，市会の議決を経て定められています。

１ 人件費等の状況

⑴ 人件費の状況

人件費とは，職員への給料や各種手当をはじめ，市長や市会議員などの特別職に支

給された給料，報酬等に要した経費のことをいいます。

人件費の平成 年度決算見込みは，次のとおりです。

ア 普通会計部門（市長部局等，消防局及び教育委員会）の状況

住民基本台帳人口

（平成 年 月 日時点）

（人）

歳出額

（Ａ）

（千円）

実質収支

（千円）

人件費

（Ｂ）

（千円）

人件費率

（Ｂ／Ａ）

（％）

年度の

人件費率

（％）

（注）１ 普通会計とは，地方公共団体間の財政規模や状況などを相互比較できるよう，統一的

な基準で整理された会計区分で，一般会計（ごみ収集や福祉事業，教育に係る費用など，

京都市の基本的な業務を行うための経費等で構成された会計区分）とは異なります。

２ 実質収支とは，当該年度の歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額から，翌年度に

繰り越した支払いや未納金など，本来はその年度に計上されるべき支出や収入について

差し引いた実質的な収支の差額です。

イ 公営企業の状況

区 分

収益的支出

（Ａ）

（千円）

純損益

（千円）

人件費

（Ｂ）

（千円）

人件費率

（Ｂ／Ａ）

（％）

年度の

人件費率

（％）

交

通

局

自動車運送事業

高速鉄道事業

上
下
水
道
局

水 道 事 業

公共下水道事業

（注）１ 収益的支出とは，企業の経営活動に伴い発生する全ての費用のことをいいます。 
２ 純損益とは，企業の経営活動の結果として得た収入から，その収入を得るためにかか

る費用を差し引いたものをいいます。 
３ 資本勘定支弁職員に係る職員給与費（交通局なし，上下水道局 千円）につ

いては含んでいません。
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⑵ 職員給与費の状況

給与とは，給料や扶養手当，民間企業のボーナスに相当する期末・勤勉手当など

各種手当の総額から退職手当を除いたものです。

平成 年度決算見込みにおける給与費は，次のとおりです。

なお，職員数は，普通会計に属する職員の人数となっていますので， ページ「４

職員数の状況」とは，一致しません。

ア 普通会計部門（市長部局等，消防局及び教育委員会）の状況

職員数

（Ａ）

（人）

給 与 費（千円）
人当たり

給 与 費

（Ｂ／Ａ）

（千円）
給料 職員手当

期末・勤勉

手当

合 計

（Ｂ）

（注）１ 職員手当には，退職手当を含みません。

２ 職員数は，平成 年 月 日現在の人数です。

３ 給与費については，再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており，職員数には

当該職員を含んでいません。

イ 公営企業の状況

区 分

職員数

（Ａ）

（人）

給 与 費（千円）
人当たり

給 与 費

（Ｂ／Ａ）

（千円）
給料 職員手当

期末・勤勉

手当
計（Ｂ）

交

通

局

自 動 車

運送事業

高速鉄道

事 業

上
下
水
道
局

水道事業

公共下水

道 事 業

（注）１ 職員手当には，退職手当を含みません。

２ 職員数は，平成 年 月 日現在の人数であり，同日付けの退職者数を含みます。
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⑶ ラスパイレス指数の比較（直近 箇年）

ラスパイレス指数とは，国家公務員の給料を とした場合の地方公務員の給料水

準を示したものです。

（注） 平成 年は，国家公務員の時限的（ 年間）な給与改定・臨時特例法による減額措置がな

いとした場合の値です。

※ 平成 年 月 日時点のラスパイレス指数が を上回っていることは，給料

が国家公務員と比べて高いことを示していますが，ラスパイレス指数は給料のみの

比較であり，給料以外の諸手当も含む本市職員の給与水準は，国家公務員より低い

状況にあります（ ページ「２ 平均給与及び初任給の状況」参照）。

また，本市職員の給与については，市内民間事業所における給与水準等を考慮

した毎年の本市人事委員会からの勧告及び報告を踏まえ，適正な水準であるよう，

適宜必要な見直しを行っています。

⑷ 平成 年度給与改定の状況

ア 月例給

人事委員会の勧告
給 与

改定率

（％）

国 の

改定率

（％）

民間給与

（Ａ）

（円）

公務員給与

（Ｂ）

（円）

較差

（Ａ－Ｂ）

（円）

勧告（改定率）

（％）

円 円
％

（注） 民間給与・公務員給与とは，人事委員会勧告において，公民の 月分の給与額をラスパ

イレス比較した平均給与月額です。

101.9
100.8

98.5

102.1
100.1 98.6

102.5
101.2

98.7

103.3

100.1 99.1

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

京都市 指定都市平均 全国市平均
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イ 特別給（期末・勤勉手当）

（単位：月）

人事委員会の勧告
年間支給

月 数

国の年間

支給月数
民間支給割合

（Ａ）

公務員支給月数

（Ｂ）

較差

（Ａ－Ｂ）

勧告

（改定月数）

（注） 民間支給割合は，民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合，公務員支給

月数は，期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

⑸ 給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】

国の給与制度の総合的見直しにおいては，俸給表の水準の平均 ％引下げ及び地域

手当の支給割合の見直し等に取り組むとされています。

ア 給料表の見直し 
行政職給料表について，本市人事委員会勧告に基づき，国に準じた見直しを実施

し，水準を平均 ％引き下げました。市内民間事業所従業員との給与差を考慮し，

若年層については引下げを行わず，高齢層職員については，最大で ％引き下げま

した。激変を緩和するため， 年間（平成 年 月 日まで）の経過措置（実施

日前日の給料月額との差額を支給する措置）を実施しています。

他の給料表（医療職給料表を除く。）については，行政職給料表の見直しに準じた

見直しを実施しました。

（給料表の改定実施日）平成 年 月 日

イ 地域手当

国基準 ％に対し，京都市においても ％を支給しています。

（参考：地域手当の支給割合） （単位：％）

区 分 平成 年度
平成 年度 平成 年度

支給割合月 日時点 遡及改定後

国基準

京都市

ウ その他の見直し内容（平成 年 月 日実施）

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について，国と同様の見直しを実施しま

した。
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⑹ 給与減額措置の状況

依然として厳しい本市の財政状況を踏まえ，市長をはじめとする特別職については，

次の給与減額措置を実施しています。

単位：％

職員の区分
減額対象の給与の種類及び減額率

減額期間
給 料 地域手当 期末手当

市 長
平成 年 月 日～

平成 年 月 日
副 市 長

常勤の監査委員

※ 市会においても，平成 年 月 日から平成 年 月 日までの間，議員報

酬の ％（平成 年 月 日から平成 年 月 日までの間については，％）

の減額措置を実施しています。
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２ 平均給与及び初任給の状況

⑴ 職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額等の状況

本市職員のうち代表的な職種の平成 年 月 日現在における平均年齢等の状況は，

次のとおりです。

ア 市長部局等，消防局及び教育委員会の状況

（ア） 一般行政職

区 分
平均年齢

（歳）

平均給料月額

（円）

平均給与月額

（円）

平均給与月額

（国比較ベース）

（円）

京 都 市

参

考

京 都 府

年度

国

（ 年度）
－

指定都市平均

年度

（注）１ 平均給料月額とは，職員の基本給の平均です。

２ 平均給与月額とは，給料月額と諸手当（退職手当及び期末・勤勉手当を除く，全

ての手当）の額を合計したものです。

３ 平均給与月額（国比較ベース）は，国家公務員と同じ基準で比較するため，給料，

扶養手当，地域手当，住居手当，管理職手当及び単身赴任手当の額を合計したもの

です。

各種手当の内容，支給額などは， ～ ページの「３ 手当の状況」において記

載しています。

４ 一般行政職とは，事務職員と土木や建築などの技術職員等をいいます。
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（イ） 技能・労務職

区 分

公 務 員 民 間

平均

年齢

（歳）

職員数

（人）

平均給料

月 額

（円）

平均給与

月 額

（円）

平均給与月額

（国比較ベース）

（円）

対応する

民 間 の

類似職種

平均

年齢

（歳）

平均給与

月額

（円）

京 都 市 － － － 

まち美化

業 務 員

廃棄物処理業

従 業 員

給 食

調 理 員
調 理 士

管 理

用 務 員
用 務 員

京都府

（ 年度）

 
国

（ 年度）
－

指定都市平均

（ 年度）

（注）１ 民間のデータは，賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用し

ています（平成 年度から平成 年度の 箇年の平均）。

２ 民間の「廃棄物処理業従業員」及び「用務員」のデータは全国平均，「調理士」の

データは京都府平均のものです。なお，民間の類似職種は，業務内容，雇用形態等

が一致しているものではありませんので，単純に比較することはできません。

（ウ） 幼稚園教育職・小学校教育職・中学校教育職

区 分 平均年齢 歳 平均給料月額 円 平均給与月額 円

京 都 市

京 都 府
（ 年度）

指定都市平均
（ 年度）

（注） 指定都市平均については，平成 年度は府費負担のため，都道府県平均を記載して

います。

（エ） 高等学校教育職・特別支援学校教育職

区 分 平均年齢 歳 平均給料月額 円 平均給与月額 円

京 都 市

京 都 府
（ 年度）

指定都市平均
（ 年度）
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イ 公営企業の状況

平均年齢

（歳）

基本給

（円）

平均月収額

（円）

交 通 局

上下水道局

（注）１ 基本給には，給料のほか，地域手当及び扶養手当を含みます。

２ 平均月収額は，平均年収額を で除したものであり，基本給のほか，退職手当を除

くすべての手当を含みます。

（参考：バス事業運転士）

区 分

公 務 員 民 間

平均

年齢

（歳）

職員数

（人）

基本給

（円）

平均月収額

（Ａ）

（円）

対応する

民 間 の

類似職種

平均

年齢

（歳）

平均月収額

（Ｂ）

（円）

京 都 市
営業用バス

運 転 者

指定都市平均

（ 年度）

（注）１ 内は，非常勤嘱託職員を含みます。

２ 民間の営業用バス運転者のデータは，平成 年度から平成 年度までの各年度の

賃金構造基本統計調査（厚生労働省）における，京都府（企業規模 人以上）の数

値の平均です。

（参考：地下鉄事業運転士）

区 分

公 務 員 民 間

平均

年齢

（歳）

職員数

（人）

基本給

（円）

平均月収額

（Ａ）

（円）

対応する

民 間 の

類似職種

平均

年齢

（歳）

平均月収額

（Ｂ）

（円）

京 都 市 電車運転士

指定都市平均

（ 年度）
－

（注）１ 内は，非常勤嘱託職員を含みます。

２ 民間の電車運転士のデータは，平成 年度から平成 年度までの各年度の賃金構

造基本統計調査（厚生労働省）における，全国（企業規模 人以上）の数値の平均

です。

３ 指定都市平均のデータは，地下鉄事業運転士を含む，地下鉄事業全体のものです。
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⑵ 職員の初任給の状況

本市職員のうち代表的な職種の平成 年 月 日現在における初任給の状況は，次

のとおりです。

（単位：円）

区 分 京都市 京都府 国

一 般

行 政 職

大学卒 （※１）
（総合職）

（一般職）

高校卒 ※２

技能・労務職
歳

～
－ －

幼稚園教育職

小学校教育職

中学校教育職

－

高等学校教育職

特別支援学校教育職
－

（注） ※１は上級の一般事務職における初任給，※２は中級の一般事務職における初任給であ

り，京都府及び国の欄は，これに相応する試験区分及び職種の初任給です。

⑶ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

本市職員のうち代表的な職種の平成 年 月 日現在における経験年数別・学歴別

平均給料月額は，次のとおりです。 
（単位：円）

区 分
経験年数

年

経験年数

年

経験年数

年

経験年数

年

一般

行政職

大学卒

高校卒

技能・

労務職

高校卒 ―

中学卒 ―

幼稚園教育職

小学校教育職

中学校教育職

高等学校教育 職

特別支援学校教育職

（注） 経験年数とは，職員として在職した期間のことですが，学校卒業から職員採用までの間に，

民間企業等での勤務経験がある場合には，職務に役立つ度合いに応じ，その期間を換算したも

のを含めた期間となっています。 
 

⑷ 昇給への人事評価結果の反映状況

ページ「２ 人事評価結果の活用状況（１）」において記載しています。
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３ 手当の状況

職員には，「京都市職員給与条例」等に基づき，各種手当を支給しています。手当の

種類は，次のとおりです。

⑴ 期末手当・勤勉手当

期末手当・勤勉手当とは，民間企業のボーナスに当たるものです。

期末手当は職員の採用等の時期に応じ，また，勤勉手当は職員の勤務成績に応じて

支給します。

平成 年度の支給割合等は，次のとおりです。

京都市 京都府 国

期末手当 勤勉手当

月分 月分

【 】月分 【 】月分

（ ）月分 （ ）月分

期末手当 勤勉手当

月分 月分

【 】月分 【 】月分

（ ）月分 （ ）月分

期末手当 勤勉手当

月分 月分

【 】月分 【 】月分

（ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況）

・管理職 ～ ％

・役職 ～ ％

（加算措置の状況）

・管理職 ～ ％

・役職 ～ ％

（加算措置の状況）

・管理職 ～ ％

・役職 ～ ％

人当たり平均支給年額

市長部局等，消防局及び教育委員会

千円

交通局 千円

上下水道局 千円

１人当たり平均支給年額

千円

（ 年度）

（注）１ 【 】内は，管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるものに係る支給割合

です。

２ 内は，再任用職員に係る支給割合です。

３ 管理職とは，京都市における管理又は監督の地位にある職員に該当する者をいいます。

４ 役職とは，京都市における係長級以上の職員等に該当する者をいいます。

勤勉手当への人事評価結果の反映状況は， ページ「２ 人事評価結果の活用状況

（２）」において記載しています。
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⑵ 退職手当

退職手当とは，退職時に支給する一時金であり，退職時の給料月額に退職事由（定

年，自己都合等）に応じた支給率を乗じて算出しています。平成 年 月 日現在の

支給月数などは，次のとおりです。

なお，本市では国の見直し内容に準じ，平成 年 月 日から支給率を段階的に引

き下げました（平成 年 月 日制度完成）。

京都市 国

自己都合 定年

勤続 年 月分 月分

勤続 年 月分 月分

勤続 年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

（その他の加算措置）

定年前に早期退職した場合（特例退職）

％以内

自己都合 定年

勤続 年 月分 月分

勤続 年 月分 月分

勤続 年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

（その他の加算措置）

定年前に早期退職した場合（定年前早期退職特例措置）

％以内

人当たり平均支給額

市長部局等，消防局及び教育委員会 千円

交通局 千円

上下水道局 千円

（注） 退職手当の 人当たり平均支給額は，平成 年度に退職した職員に支給した平均額です。

⑶ 地域手当

地域手当は，給与に民間賃金の地域間格差を適切に反映させるために物価等も

踏まえつつ，主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対して支給する手当です。

平成 年 月 日現在の支給率等（支給実績は，平成 年度決算見込みの数値）

は，次のとおりです。

ア 市長部局等，消防局及び教育委員会

支給実績（千円）

支給職員 人当たり平均支給年額（円）

支給対象地域等 支給対象職員数（人） 支給率（％） 国の支給率（％）

京都市域

東京都の特別区の区域内に存する勤務公署

医師

地域手当補正後ラスパイレス指数

（ラスパイレス指数）

（注） 地域手当補正後ラスパイレス指数とは，地域手当を加味した地域における国家公務員と

地方公務員の給与水準を比較するため，地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス

指数（補正前のラスパイレス指数×（ ＋当該団体の地域手当支給率）／（ ＋国の指定基

準に基づく地域手当支給率）により算出）のことです。
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イ 公営企業

交

通

局

支給実績（千円）

支給職員 人当たり平均支給年額（円）

支給対象地域 支給対象職員数（人） 支給率（％）

京都市域

上

下

水

道

局

支給実績（千円）

支給職員 人当たり平均支給年額（円）

支給対象地域 支給対象職員数（人） 支給率（％）

京都市域

東京都の特別区の区域内に存する勤務公署

⑷ 特殊勤務手当

特殊勤務手当は，著しく危険，不快，不健康などの特殊な勤務に従事する職員に

支給する手当です。

平成 年度現在，特殊勤務手当には，次のものがあります。

ア 市長部局等，消防局及び教育委員会

手当の名称 主な支給対象職員 支給単価

航 空

業 務 手 当
航空業務に従事する職員

回 円以内

又は 時間 円以内

又は月額 円以内

消 防 特 殊

業 務 手 当
消防作業等に従事する職員

回 円以内

又は 時間 円以内

又は日額 円以内

特 殊 現 場

作 業 手 当

特殊な現場における困難な業務に従事する

職員
日額 円以内

動 物 取 扱

作 業 手 当
動物の飼育，保管，処分等に従事する職員

回 円以内

又は日額 円以内

放射線取扱

手 当
放射線を照射する業務に従事する職員 日額 円以内
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手当の名称 主な支給対象職員 支給単価

保 健 医 療

業 務 手 当

公衆衛生又は地域医療に関する業務に従事

する職員

回 円以内

又は日額 円以内

能 率 手 当

特に精神的な緊張を強いられる勤務，作業

の質的な困難性が高い勤務，特に時間的な

負担が掛かる勤務等に従事し，高度の能率

を上げた職員

の年度を通じて給料月額

の 倍の 分の 以内

隔 日 勤 務

手 当

正規の勤務が 日にわたり，その間 時間拘

束される職員

回給料月額の 分の

以内

変 則 勤 務

手 当

勤務時間の全部又は一部が深夜，早朝等著

しく変則的な時間に属する職員

回 円以内

又は日額 円以内

イ 公営企業

ア 交通局

手当の名称 主な支給対象職員 支給単価

能 率 手 当 市長部局等と同じ 市長部局等と同じ

隔 日 勤 務

手 当

バス営業所における事務職員及び地下鉄駅

関係職員で， 時間交代勤務，営業時間交

代勤務に従事するもの

勤務 回につき

時間交代勤務 円

営業時間交代勤務 円

仮 泊 手 当 地下鉄乗務員で，仮泊勤務に従事するもの 勤務 回につき 円

中 休 仕 業

勤 務 手 当

バス運転士，地下鉄乗務員で，中休勤務

（朝・夕ラッシュ時に乗務する勤務）に従

事するもの

分につき 円
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イ 上下水道局

手当の名称 主な支給対象職員 支給単価

特異性手当
汚水や汚泥の処理（下水処理）作業や事業

場の排出規制物質の調査に従事する職員等
日額 円～ 円

奨 励 金
死獣処理（疏水路等における動物の死骸の

引き上げ・処理）業務に従事する職員
件につき 円

能 率 手 当 市長部局等と同じ 市長部局等と同じ

（平成 年度決算見込みにおける支給実績）

支給実績

（千円）

支給職員１人当たり

平 均 支 給 年 額

（円）

職員全体に占める

手当支給職員の割合

（％）

手当の種類

（手当数）

市長部局等，

消防局及び

教育委員会

公

営

企

業

交 通 局

上 下

水 道 局
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⑸ 時間外勤務手当

時間外勤務手当は，正規の勤務時間外に勤務した職員に支給する手当です。

平成 年度実績及び 年度決算見込みにおける支給実績等は，次のとおりです。

平成 年度 （参考）平成 年度

支給実績

（千円）

支給職員 人当たり

平 均 支 給 年 額

（円）

支給実績

（千円）

支給職員 人当たり

平 均 支 給 年 額

（円）

市長部局等，

消 防 局 及 び

教 育 委 員 会

交 通 局

上下水道局

注 交通局及び上下水道局については，市長部局等の休日勤務手当（ ページ参照）に相当する

手当を含めています。

⑹ その他の手当

平成 年 月 日現在，その他の手当には，次のものがあります。

なお，支給実績は，平成 年度決算見込みの数値です。また， 内は国の状況で，

当該記載のない箇所は，京都市と同じです。

ア 初任給調整手当

内容及び支給月額
支給実績

（千円）

支 給 職 員

人 当 た り

平均支給年額

（円）

市 長 部 局

等，消防局

及 び 教 育

委 員 会

医療職給料表の適用を受ける

職員で大学卒業の日から原則

として 年以内に採用され

たもの

円以内

円以内

行政職給料表の適用を受ける

医師等で大学卒業の日から原

則として 年以内に採用さ

れたもの

円以内

円以内
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イ 扶養手当

内容及び支給月額
支給実績

（千円）

支 給 職 員

人 当 た り

平均支給年額

（円）

市 長 部 局

等，消防局

及 び 教 育

委 員 会

配偶者

その他の扶養親族

配偶者がない場合の扶養親族

人のみ

扶養親族でない配偶者がある

場合の扶養親族 人のみ

満 歳の年度初めから満

歳の年度末までの間にある子

円

円

円

子 円，父母等 円

円

子 円 父母等 円

円

子 円，父母等 円

人につき 円加算

交 通 局 市長部局等と同じ

上 下

水 道 局
市長部局等と同じ

ウ 単身赴任手当

内容及び支給月額
支給実績

（千円）

支 給 職 員

人 当 た り

平均支給年額

（円）

市 長 部 局

等，消防局

及 び 教 育

委 員 会

次の つの支給要件を満たす職員に支給する。

ア 勤務公署を異にする異動に伴い，住居を移転

イ やむを得ない事情により同居していた配偶者

等と別居

ウ 異動前の住居から異動後の勤務公署に通勤す

ることが通勤距離等を考慮して困難

エ 単身で生活することを常況としている。

基礎額 円

加算額 職員の住居と配偶者の住居との間の交通

距離が 以上の場合，その距離に応

じ 円～ 円

上 下

水 道 局
市長部局等と同じ
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エ 通勤手当

内容及び支給月額
支給実績

（千円）

支 給 職 員

人 当 た り

平均支給年額

（円）

市 長 部 局

等，消防局

及 び 教 育

委 員 会

交通機関等利用者

全額支給限度 円

交通用具使用者

片道

㎞ 未満 円

㎞ 以上 未満 円

以上 未満 円 円

以上 未満 円 円

以上 未満 円 円

以上 未満 円 円

以上 未満 円 円

以上 未満 円 円

以上 未満 円 円

以上 未満 円 円

以上 未満 円 円

以上 未満 円 円

以上 円 円

交 通 局 市長部局等と同じ

上 下

水 道 局
市長部局等と同じ

（注）１ 内の額は，へき遠地に所在する勤務公署に勤務する者等の額

２ 交通用具使用者のうち，自転車で通勤する職員は，その使用距離に応じて次の額を

加算

⑴ 片道 ㎞未満 円

⑵ 片道 以上 未満 円
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オ 住居手当

内容及び支給月額
支給実績

（千円）

支 給 職 員

人 当 た り

平均支給年額

（円）

市 長 部 局

等，消防局

及 び 教 育

委 員 会

ア 借家又は借間居住者で，家賃が 円を超

えるもの 円以内

※ 段階的引上げの経過措置中

※ 京都市内居住者は月額に 円を加算

時限措置

イ 平成 年 月 日以降に，新たに京都市内に

住宅を新築又は購入した者 時限措置

円

ウ 世帯主等で住居費用を負担しているもの（ア

及びイに該当する者を除く。）

扶養親族を有する者等 円

その他の者 円

※ 段階的廃止の経過措置中

借家又は借間居住者で，家賃が 円を超え

るもの 円以内

交 通 局 市長部局等と同じ

上 下

水 道 局
市長部局等と同じ

カ 休日勤務手当

内容及び支給額
支給実績

（千円）

支 給 職 員

人 当 た り

平均支給年額

（円）

市 長 部 局

等，消防局

及 び 教 育

委 員 会

正規の勤務として次に掲げる日に勤務した場合

ア 国民の祝日に関する法律に規定する休日

イ 月 日・ 日・ 日及び 月 日・ 日・

日

勤務 日につき，勤務 時間当たりの給与額の

倍に相当する額以内

休日給として，勤務時間 時間につき勤務 時間

当り給与額の 分の を支給

注 交通局及び上下水道局については，市長部局等の休日勤務手当に相当する手当を時間外

勤務手当（ ページ参照）に含めています。
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キ 夜間勤務手当

内容及び支給額
支給実績

（千円）

支 給 職 員

人 当 た り

平均支給年額

（円）

市 長 部 局

等，消防局

及 び 教 育

委 員 会

正規の勤務として午後 時から翌日の午前 時ま

での間に勤務した場合

時間につき， 時間当たりの給与額の 分の

時間につき， 時間当たりの給与額の 分の

交 通 局 市長部局等と同じ

上 下

水 道 局
市長部局等と同じ

ク 宿日直手当

内容及び支給額
支給実績

（千円）

支 給 職 員

人 当 た り

平均支給年額

（円）

市 長 部 局

等，消防局

及 び 教 育

委 員 会

本来の勤務以外の勤務として宿直勤務又は日直勤

務をした場合

勤務 回につき 円以内

（医師等については 円以内）

勤務 回につき 円

（入院患者の病状の急変等に対処するための医師

等の当直勤務は 円以内）

交 通 局

本来の勤務以外の勤務として宿直勤務又は日直勤

務をした場合

勤務 回につき 円以内

－ －

上 下

水 道 局

本来の勤務以外の勤務として宿直勤務又は日直勤

務をした場合

勤務 回につき 円以内

管理者が特に必要があると認めるときは，給与

日額の 分の に相当する額以内の額の加算が

ある

－ －
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ケ 管理職手当

内容及び支給月額
支給実績

（千円）

支 給 職 員

人 当 た り

平均支給年額

（円）

市 長 部 局

等，消防局

及 び 教 育

委 員 会

管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定め

るもの

給料月額の 分の 以内

俸給の特別調整額として， 円以内

交 通 局
課長及びこれに準じる者以上の職員に対して支給

給料月額の 分の 以内

上 下

水 道 局

課長補佐及びこれに準じる者以上の職員に対して

支給

給料月額の 分の 以内

コ 管理職員特別勤務手当

内容及び支給額
支給実績

（千円）

支 給 職 員

人 当 た り

平均支給年額

（円）

市 長 部 局

等，消防局

及 び 教 育

委 員 会

管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定め

るものが，次のア又はイのいずれかに該当する場

合において，任命権者が特に必要があると認める

とき

ア 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必

要により休日に勤務した場合

勤務 回につき 円以内

イ 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要に

より休日以外の日の午前 時から午前 時まで

の間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務

した場合

勤務 回につき 円以内

交 通 局 市長部局等と同じ

上 下

水 道 局
市長部局等と同じ

― 31―



- 32 - 
 

４ 特別職の報酬等の状況

市長や市会議員などの特別職職員の報酬等は，市会の議決を経て定められています。

市長及び副市長には，給料，地域手当，期末手当及び退職手当を，議長，副議長及び

議員には，議員報酬及び期末手当を支給します。

（平成 年 月 日現在）

区 分 給料月額等

給

料

指定都市における最高／最低額（ 年度）

市 長 円

（ 円）

円／ 円

副市長 円 円／ 円

（ 円）

議

員

報

酬

議 長 円

（ 円）

円／ 円

副議長 円

（ 円）

円／ 円

議 員 円

（ 円）

円／ 円

期

末

手

当

市 長

副市長

（ 年度支給割合）

月期 月分

月期 月分

計 月分

議 長

副議長

議 員

（ 年度支給割合）

月期 月分

月期 月分

計 月分

退

職

手

当

（算定方式） （ 期の手当額） （支給時期）

市 長

副市長

給料月額×在職月数× 分の

給料月額×在職月数× 分の

円

円

任期ごと

（注）１ 本市では，厳しい財政状況を踏まえ，平成 年 月 日から平成 年 月 日まで給

与減額措置を実施しています。給料及び議員報酬の 内は，減額措置を行う前の金額です。

２ 退職手当の「 期の手当額」は， 月 日現在の給料月額及び支給率に基づき， 期（ 年

＝ 月）務めた場合における退職手当の見込額です。

３ 市長及び副市長の退職手当の支給割合については，平成 年 月 日から，一般職の退

職手当支給率の見直しを踏まえた引下げを実施しました。
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５ 級別職員数等の状況

職員の給料は，職務の内容と責任の重さに応じて設けられた職務の級によって定めら

れています。

市長部局等，消防局及び教育委員会の職員のうち，医師，薬剤師，看護師などを除い

た一般行政職の状況（平成 年 月 日現在）は，次のとおりです。

 

区分 標準的な職
職員数

人

構成比

（％）

年前の

構成比

（％）

年前の

構成比

（％）

号給の

給料月額

（円）

最高号給の

給料月額

（円）

級 係 員

級 係 員

級 主 任

級 係 長

級 課長補佐

級 課 長

級
部 長

副 区 長

級
局 長

区 長

合計 ― ―

 
（注）１ 標準的な職とは，それぞれの級に該当する代表的な職名です。

２ 給料月額は，事務職員等に適用される行政職給料表について記載しています。
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６ 級別基準職務表ごとの職員数の状況

平成 年 月 日時点の，各任命権における，職務の級及び基準となる職務ごとの職

員数の状況は以下のとおりです。

なお，職員数の計上方法が異なるため， ページ「ア 各年度 月 日現在の職員数」

及び ページ「５ 級別職員数等の状況」とは，一致しません。

⑴ 行政職給料表

 
  

職務

の級 
基準となる職務 

合計 内訳 
（人） （％） 標準的な職 （人） 

級
相当の知識，技術，経験等を

要する職務 

係員（市長部局） 
係員（市会事務局） 
係員（選挙管理委員会事務局） 
係員（監査事務局） 
係員（人事委員会事務局） 
係員（消防局） 
係員（教育委員会事務局） 

級
やや高度の知識，技術，経験

等を要する職務 

係員（市長部局） 
係員（市会事務局） 
係員（選挙管理委員会事務局） 
係員（監査事務局） 
係員（人事委員会事務局） 
係員（農業委員会事務局） 
係員（消防局） 
係員（教育委員会事務局） 

級 主任の職務 

主任（市長部局） 
主任（市会事務局） 
主任（選挙管理委員会事務局） 
主任（監査事務局） 
主任（人事委員会事務局） 
主任（農業委員会事務局） 
主任（消防局） 
主任（教育委員会事務局） 

級

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 

係長（市長部局） 
係長（市会事務局） 
係長（選挙管理委員会事務局） 
係長（監査事務局） 
係長（人事委員会事務局） 
係長（消防局） 
係長（教育委員会事務局） 

級

課長補佐又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとして

任命権者が定める職の職務 

課長補佐（市長部局） 
課長補佐（市会事務局） 
課長補佐（監査事務局） 
課長補佐（人事委員会事務局） 
課長補佐（消防局） 
課長補佐（教育委員会事務局） 

級

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 

課長（市長部局） 
課長（市会事務局） 
課長（選挙管理委員会事務局） 
課長（監査事務局） 
課長（人事委員会事務局） 
課長（農業委員会事務局） 
課長（消防局） 
課長（教育委員会事務局） 
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級

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 

部長（市長部局） 
部長（市会事務局） 
部長（選挙管理委員会事務局） 
部長（監査事務局） 
部長（人事委員会事務局） 
部長（消防局） 
部長（教育委員会事務局） 

級

局長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 

局長（市長部局） 
局長（市会事務局） 
局長（選挙管理委員会事務局） 
局長（監査事務局） 
局長（人事委員会事務局） 
局長（消防局） 
局長（教育委員会事務局） 

  

⑵ 医療職給料表

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 
級 医療業務を行う職務 係員（市長部局） 

級

１ 係長若しくは課長補佐又

はこれらのいずれかと同じ

職制上の段階に属するもの

として任命権者が定める職

の職務 
２ 相当高度の知識経験に基

づき困難な医療業務を行う

職務 

係長（市長部局） 

級

１ 課長若しくは部長又はこ

れらのいずれかと同じ職制

上の段階に属するものとし

て任命権者が定める職の職

務 
２ 高度の知識経験に基づき

困難な医療業務を行う職務 

係長（市長部局） 
課長（市長部局） 

級

１ 局長又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとし

て任命権者が定める職の職

務 
２ 極めて高度の知識経験に

基づき特に困難な医療業務

を行う職務 

課長（市長部局） 
部長（市長部局） 
局長（市長部局） 
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⑶ 環境業務職行政業務職給料表

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

級
相当の知識，技術，経験等を

要する業務を行う職務 
係員（市長部局） 

級
やや高度の知識，技術，経験

等を要する業務を行う職務 
係員（市長部局） 
係員（消防局） 

級 主任の職務 
主任（市長部局） 
主任（農業委員会事務局） 
主任（消防局） 

級

作業長又はこれと同じ職制上

の段階に属するものとして任

命権者が定める職の職務 

作業長（市長部局） 
作業長（消防局） 

級

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
係長（市長部局） 

級

課長補佐又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとして

任命権者が定める職の職務 
課長補佐（市長部局） 

⑷ 看護職給料表

職務

の級 
基準となる職務 

合計 内訳 
（人） （％） 標準的な職 （人）

級
相当の知識，技術，経験等を

要する看護師の職務 
係員

級
やや高度の知識，技術，経験

等を要する看護師の職務 
係員（市長部局）

級 副看護師長又は主任の職務 
副看護師長（市長部局）

主任（市長部局）

級

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
係長（市長部局）

級

課長補佐又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとして

任命権者が定める職の職務 
課長補佐

級

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
課長

級

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
部長
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⑸ 薬剤職獣医職給料表

職務

の級 
基準となる職務 

合計 内訳 
（人） （％） 標準的な職 （人） 

級

相当の知識，技術，経験等を

要する薬剤師又は獣医師の職

務 
係員（市長部局） 

級

やや高度の知識，技術，経験

等を要する薬剤師又は獣医師

の職務 
係員（市長部局） 

級 主任の職務 主任（市長部局） 

級

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
係長（市長部局） 

級

課長補佐又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとして

任命権者が定める職の職務 
課長補佐（市長部局） 

級

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
課長（市長部局） 

級

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
部長（市長部局） 
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⑹ 土木技術職建築技術職電気技術職機械技術職給料表

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

級

相当の知識，技術，経験等を

要する土木，建築，電気又は

機械の技術業務を行う職務 

係員（市長部局） 
係員（教育委員会事務局） 

級

やや高度の知識，技術，経験

等を要する土木，建築，電気

又は機械の技術業務を行う職

務 

係員（市長部局） 
係員（農業委員会事務局） 
係員（教育委員会事務局） 

級 主任の職務 
主任（市長部局） 
主任（監査事務局） 
主任（農業委員会事務局） 
主任（教育委員会事務局） 

級

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 

係長（市長部局） 
係長（監査事務局） 
係長（農業委員会事務局） 
係長（教育委員会事務局） 

級

課長補佐又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとして

任命権者が定める職の職務 
課長補佐（市長部局） 

級

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 

課長（市長部局） 
課長（監査事務局） 

級

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
部長（市長部局） 

級

局長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
局長（市長部局） 
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⑺ 企業職給料表第１

職務

の級 
基準となる職務 

合計 内訳 
（人） （％） 標準的な職 （人） 

級
相当の知識，技術，経験等を要

する職務 
係員（交通局） 

級
やや高度の知識，技術，経験等

を要する職務 
係員（交通局） 

級 主事の職務 主事（交通局） 

級

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
係長（交通局） 

級

課長補佐又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとして

管理者が定める職の職務 
課長補佐（交通局） 

級

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
課長（交通局） 

級

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
部長（交通局） 

級

局長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
局長（交通局） 
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⑻ 企業職給料表第２

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

級

相当の知識，技術，経験等を

要する土木，建築，電気又は

機械の技術業務を行う職務 
係員（交通局） 

級

やや高度の知識，技術，経験

等を要する土木，建築，電気

又は機械の技術業務を行う

職務 

係員（交通局） 

級 主事の職務 主事（交通局） 

級

係長又はこれと同じ職制上

の段階に属するものとして

管理者が定める職の職務 
係長（交通局） 

級

課長補佐又はこれと同じ職

制上の段階に属するものと

して管理者が定める職の職

務 

課長補佐（交通局） 

級

課長又はこれと同じ職制上

の段階に属するものとして

管理者が定める職の職務 
課長（交通局） 

級

部長又はこれと同じ職制上

の段階に属するものとして

管理者が定める職の職務 
部長（交通局） 

級

局長又はこれと同じ職制上

の段階に属するものとして

管理者が定める職の職務 
局長（交通局） 
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⑼ 企業職給料表第５

⑽ 上下水道局企業職給料表

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

級
技能若しくは経験等を要する

職務 
運転士・高速鉄道運輸関係職員（交通局）

級
相当の技能若しくは経験等を

要する職務 
運転士・高速鉄道運輸関係職員（交通局）

級
高度な技能若しくは経験等を

要する職務 
主事（交通局）

職務

の級 
基準となる職務 

合計 内訳 
（人） （％） 標準的な職 （人） 

級
相当の知識，技術，経験等を

要する職務 
係員（上下水道局） 

級
やや高度の知識，技術，経験

等を要する職務 
係員（上下水道局） 

級 主事の職務 主事（上下水道局） 

級

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
係長（上下水道局） 

級

課長補佐又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとして

管理者が定める職の職務 
課長補佐（上下水道局） 

級

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
課長（上下水道局） 

級

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
部長（上下水道局） 

級

局長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
局長（上下水道局） 
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⑾ 管理用務員給料表

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

級
相当の知識，技術，経験等

を要する職務 管理用務員（教育委員会事務局）  

級
やや高度の知識，技術，経

験等を要する職務 
管理用務員（教育委員会事務局）  

級
高度の知識，技術，経験等

を要する職務 
管理用務員（教育委員会事務局）  

⑿ 給食調理員給料表

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

級
相当の知識，技術，経験等

を要する職務
給食調理員（教育委員会事務局）

級
やや高度の知識，技術，経

験等を要する職務
給食調理員（教育委員会事務局）

級
高度の知識，技術，経験等

を要する職務
給食調理員（教育委員会事務局）
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⒀ 幼稚園教育職員小学校教育職員中学校教育職員給料表

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

級

助教諭又はこれと同じ職制上の段

階に属するものとして別に定める

職の職務

助教諭（教育委員会事務局）

級

幼稚園の教頭又はこれと同じ

職制上の段階に属するものとし

て別に定める職の職務

教諭又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして別に定

める職の職務

教諭（教育委員会事務局）

教頭（教育委員会事務局）

特２級

小学校若しくは中学校の主幹

教諭又はこれと同じ職制上の段

階に属するものとして別に定め

る職の職務

小学校若しくは中学校の指導

教諭又はこれと同じ職制上の段

階に属するものとして別に定め

る職の職務

主幹教諭（教育委員会事務局）

指導教諭（教育委員会事務局）

級

園長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして別に定

める職の職務

小学校若しくは中学校の副校

長又はこれと同じ職制上の段階

に属するものとして別に定める

職の職務

小学校若しくは中学校の教頭

又はこれと同じ職制上の段階に

属するものとして別に定める職

の職務

園長（教育委員会事務局）

副校長（教育委員会事務局）

教頭（教育委員会事務局）

級

校長又はこれと同じ職制上の段階

に属するものとして別に定める職

の職務

校長（教育委員会事務局）
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⒁ 高等学校教育職員特別支援学校教育職員給料表

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

級

助教諭又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとし

て別に定める職の職務

助教諭（教育委員会事務局）

級

教諭又はこれと同じ職制上

の段階に属するものとして

別に定める職の職務

教諭（教育委員会事務局）

特２級

主幹教諭又はこれと同じ

職制上の段階に属するも

のとして別に定める職の

職務

指導教諭又はこれと同じ

職制上の段階に属するも

のとして別に定める職の

職務

主幹教諭（教育委員会事務局）

指導教諭（教育委員会事務局）

級

副校長又はこれと同じ職

制上の段階に属するもの

として別に定める職の職

務

教頭又はこれと同じ職制

上の段階に属するものと

して別に定める職の職務

副校長（教育委員会事務局）

教頭（教育委員会事務局）

級

教育委員会事務局の教育

に関する専門的事項に係

る業務を掌理する部長又

はこれと同じ職制上の段

階に属するものとして別

に定める職の職務

教育委員会事務局の教育

に関する専門的事項に係

る業務を掌理する課長又

はこれと同じ職制上の段

階に属するものとして別

に定める職の職務

統括首席指導主事又はこ

れと同じ職制上の段階に

属するものとして別に定

める職の職務

校長又はこれと同じ職制

上の段階に属するものと

して別に定める職の職務

部長（教育委員会事務局）

課長（教育委員会事務局）

統括首席指導主事（教育委員会事務局）

校長（教育委員会事務局）
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⒂ 学校事務職員給料表

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

級

相当の知識，技術，経験等

をもって学校事務を処理す

る職務

学校事務職員 教育委員会事務局

級

やや高度の知識，技術，経

験等をもって学校事務を処

理する職務

学校事務職員 教育委員会事務局

級

高度の知識，技術，経験等

をもって学校事務を処理す

る職務

学校運営主任 教育委員会事務局

級

特に高度の知識，技術，経

験等をもって学校事務を掌

理する職務

学校運営主査 教育委員会事務局

級

事務長又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとし

て別に定める職の職務

事務長 教育委員会事務局
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第４章 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

本市職員の勤務時間その他の勤務条件についても，給与と同様，国と他の地方公共

団体の職員との均衡等を考慮して，条例によって定められています。

１ 職員の勤務時間について

職員の勤務時間については，「京都市職員の勤務時間，休日，休暇等に関する条例」

（以下「勤務時間条例」といいます。）等によって定められています。

職員の勤務時間は，原則として午前 時 分から午後 時 分までとし，その途中

に 分の休憩時間を設けています。

なお，業務の性質上，必要があると認める場合は，特別の定めをしています。

２ 休暇制度について

休暇制度についても勤務時間と同様，「勤務時間条例」等により定められています。

⑴ 年次休暇の状況

年次休暇は， 月 日から始まり 月 日で終わる年次の間に 日与えられます

が，新規に採用された職員には，採用された月に応じて 日から 日までの範囲で与

えられます。取得の単位は，原則として 日又は半日ですが，例外的に 時間を単位

として取得できます。その年次に使用しなかった年次休暇の日数は， 日を限度とし

て翌年次に繰り越して使用することができます。

平成 年度の年次休暇の取得状況は，次のとおりです。

総付与日数

（Ａ）

（日）

総使用日数

（Ｂ）

（日）

対象職員数

（Ｃ）

（人）

平均取得日数

（Ｂ／Ｃ）

（日）

取得率

（Ｂ／Ａ）

（％）

市長部局等

消 防 局

交 通 局

上下水道局

教育委員会

（注） 教育委員会の対象職員数には，教職員を含んでいます。
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⑵ 特別休暇等の状況

ア 特別休暇等

平成 年 月 日現在における特別休暇等の種類等は，次のとおりです。

休暇の種類 付与日数，取得期間等

出産休暇
女性職員の出産予定日以前 週間（多胎妊娠の場合は 週間）

産後 週間

生理休暇 女性職員が生理のため著しく勤務が困難な場合，１回 日以内

結婚休暇 職員が結婚した場合， 日以内

服喪休暇 職員の配偶者又は 親等以内の親族が死亡した場合， 日以内

ボランティア

活 動 休 暇

職員が自発的に，かつ報酬を得ないで国内において社会貢献活動

を行う場合， 年次につき合計で 日以内

任命権者の承認

があったとき
（例）病気休務

イ 介護休暇

職員は，負傷，疾病などにより日常生活を営むことに支障がある配偶者又は 親

等以内の親族を介護する場合に， 回を超えず，かつ，合算して 日を超えない範

囲内で任命権者が指定する期間内において，必要と認められる期間の介護休暇を取

得することができます。

ウ 介護時間

職員は，負傷，疾病などにより日常生活を営むことに支障がある配偶者又は 親

等以内の親族を介護する場合に，連続する 年の期間内において 日につき 時間

以内で必要と認められる時間について，介護時間の承認を受けることができます。

エ 育児休業及び部分休業

育児休業に関する制度には， 歳に満たない子を養育するために休業することが

できる育児休業制度と，小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために 日

の勤務時間の一部について勤務しないことができる部分休業制度があります。

平成 年度における育児休業及び部分休業の取得状況は，次のとおりです。

（単位：人）

育児休業
部分休業

新規承認 期間延長

市 長 部 局 等 ）

消 防 局 （ ） （ ） （ ）

交 通 局 （ ） （ ） （ ）

上 下 水 道 局 （ ） （ ） （ ）

教 育 委 員 会 （ ） （ ） （ ）

合 計 （ ） （ ）

（注）１ 取得した職員数を記載しています。

２ 内の数字は，男性職員の数で，内数です。
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第５章 職員の分限及び懲戒処分の状況

分限処分は，公務能率を維持する見地から，勤務実績が良くない場合，心身の故障

によりその職務を十分に果たすことができない場合，その職に必要な適格性を欠く

場合などに，職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分で，免職，休職，

降任及び降給があります。

懲戒処分は，職員の服務規律違反等（法令に反したり，円滑な公務の遂行を妨げる

等の行為）に対して科す制裁としての処分で，免職，停職，減給及び戒告があります。

１ 職員の分限処分の状況

任命権者は，地方公務員法で定める事由（下表の「区分」欄参照）がある場合に職員

を降任し，又は免職することができ，同法又は条例に定めがある場合に職員を休職させ

ることができるとされています。

なお，降給については，本市における実施実績はありません。

平成 年度における職員の分限処分の状況は，次のとおりです。

（単位：人）

区 分 免職 休職 降任 計

条例で定める事由による場合

（法第 条第 項）
－ －

勤務実績が良くない場合

（法第 条第 項第 号）
－

心身の故障の場合

（法第 条第 項第 号及び

第 項第 号）

必要な適格性を欠く場合

（法第 条第 項第 号）
－

職制，定数の改廃，予算の減少

により廃職，過員を生じた場合

（法第 条第 項第 号）

－

刑事事件に関し起訴された場合

（法第 条第 項第 号）
－ －

合 計

（注）１ 免職とは，職を失わせる処分のことをいいます。

休職とは，職員に一定期間職務に従事させない処分のことをいいます。

降任とは，職員を現在よりも下位の職に任命する処分のことをいいます。

２ 同一の者が複数回にわたって処分された場合には，処分 件につき 人として計上して

います（以下同じ。）。

３ （ ）内は，前年度に処分を受けた職員の数です。
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２ 京都市職員の分限処分の基準等について

公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を図るため，「京都市職員の分限処分の

基準等に関する要綱」を策定し，非違行為や職場における支障行動を繰り返すなど，

職員としての適格性を欠く場合等，一定の事由によりその職責を十分に果たすことの

できない職員に対して，分限処分を行うための基準等を定めています。

（参考）分限処分の対象職員

ア 勤務実績が良くない職員（※１）

イ その職に必要な適格性を欠く職員（※２）

ウ 心身の故障のため，職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えない職員

エ 行方不明となった職員

※１ 勤務実績が良くない職員の判断基準として，人事評価の結果を活用し

ています。（ ページ「２ 人事評価結果の活用状況（４）」参照）

※２ その職に必要な適格性を欠く場合の例

・ 遅刻や早退を繰り返す。

・ 勤務時間中に無断で長時間，職場を離脱する。

・ 業務上の重大な失策を繰り返す。

・ 上司の命令に従わない。

・ 上司等に対する暴力的言動を繰り返す。

・ 協調性に欠け，他の職員や市民等と頻繁にトラブルを生じさせる。

・ 上司等による受診命令や療養専念の指導に従わない。

・ 公租公課の滞納その他の公務外の非違行為について，是正を図るた

めの指導を受けたにもかかわらず改善が見られない。

・ 係長及びこれに準じる職以上の職にあるもので，その職に求められ

る責任感の欠けた行動を取る。
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３ 職員の懲戒処分の状況

任命権者は，職員が①法令等に違反した場合，②職務上の義務に違反したり，職務を

怠った場合，③全体の奉仕者としてふさわしくない非行を行った場合に，懲戒処分と

して，免職，停職，減給又は戒告の処分を行うことができるとされています。

（処分の種類）

免職…懲罰として職員を勤務関係から排除する処分をいう。

停職…懲罰として一定期間，職員を職務に従事させない処分をいう。

減給…懲罰として一定期間，職員の給料の一定割合を減額して支給する処分をいう。

戒告…職員の規律違反の責任を確認し，その将来を戒める処分をいう。

⑴ 事由別・種類別処分数について（平成 年度）

単位：人

区 分 免 職 停 職 減 給 戒 告 計

一般服務関係

（欠勤，勤務態度不良等）

通常業務処理関係

（処理手続不遵守等）
 

公金公物取扱関係

（紛失，不正取扱等）

横領等関係

収賄・供応関係

交通事故・

交通違反関係

公務外非行関係

監督不行届等関係

合 計

（注）１ （ ）内は，前年度に処分を受けた職員の数です。

２ 処分時に非公表とした処分を含みます。
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⑵ 任命権者別・種類別処分数について（平成 年度）

局名等
処分数

（人） 

構成比（％）
在職者数

（人）

在職

者比

％

前年度

処分数

（人）

対前年

度増減

（人）
免職 停職 減給 戒告

市長部局等

消防局

交通局

上 下

水道局

教 育

委員会
△

合 計

（注）１ 在職者数は，臨時及び非常勤職員を除いた一般職の数（平成 年 月 日現在）です。

２ 教育委員会の在職者数には，府費負担教職員を含みます。

３ 処分時に非公表とした処分を含みます。

４ 交通局の（ ）内の数は，業務上の運転事故等により処分を受けた職員の数で，外数

です。
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４ 京都市職員の懲戒処分に関する指針について

⑴ 指針制定の目的

本指針は，過去の不祥事例を類型化し，標準的な懲戒処分の基準を掲げることに

より，本市職員の服務規律違反等に対して，より一層厳正かつ公正に対処するととも

に，不祥事の防止に資することを目的とし，平成 年 月に制定したものです。

平成 年 月，同年 月及び平成 年 月に，新たな項目を追加するとともに，

基準の厳格化を図りました。

⑵ 処分基準等

服務規律違反等の種類による懲戒処分の程度は，次のとおりです。（ 年 月以降）

区 分 服務規律違反等
処分内容

免職 停職 減給 戒告

一般服務関係 欠勤 ○ ○

遅刻 ○

休暇の虚偽申請等 ○ ○

勤務態度不良 ○ ○ ○ ○

職場の秩序を乱す行為 ○ ○ ○ ○

虚偽報告 ○ ○ ○

虚偽公文書等作成 ○

争議行為等 ○ ○ ○ ○

秘密の漏えい ○ ○

個人情報の不当利用 ○ ○

副業行為 ○ ○ ○ ○

セクシュアル・ハラスメント等 ○ ○ ○ ○

情報セキュリティポリシー違反 ○ ○ ○ ○

不適切な事務処理 ○ ○ ○ ○

公金及び公物の

取 扱 い 関 係

横領等 ○

紛失 ○ ○ ○

盗難 ○ ○ ○

公物損壊 ○ ○ ○

諸給与の違法支払・不適正受給 ○ ○ ○

公金公物処理不適正 ○ ○ ○

収賄・供応関係 収賄 ○

倫理保持義務違反

（倫理条例及び同施行規則違反）
○ ○ ○ ○
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区 分 服務規律違反等 
処分内容 

免職 停職 減給 戒告 
公務外非行 放火 ○    

暴行（傷害を含む。） ○ ○   
脅迫 ○ ○   
公務執行妨害・職務強要 ○ ○   
偽計業務妨害・威力業務妨害 ○ ○   
器物損壊 ○ ○ ○ ○ 
窃盗 ○ ○   
詐欺・恐喝 ○    
住居侵入 ○ ○   
賭博 ○ ○ ○ ○ 
麻薬・覚せい剤等の使用又は所持 ○    
淫行 ○ ○   
痴漢行為等 ○ ○ ○  
公租公課の滞納  ○ ○ ○ 
破産・民事再生等   ○ ○ 
その他の公務外非行 ○ ○ ○  

交通事故・交通

法規違反関係 
公務中の死亡事故等 ○ ○   
公務中の傷害事故   ○ ○ 
公務中の悪質な交通法規違反  ○ ○ ○ 
公務中の重過失による物損事故   ○ ○ 
飲酒運転 ○ ○ ※原則，免職 
飲酒運転を助長する行為 ○ ○   
無免許運転 ○ ○   
人身事故後の措置義務違反 ○ ○   
物損事故後の措置義務違反  ○ ○  

監督責任関係 部下の服務規律違反等の隠ぺい，

黙認等
○ ○

⑶ 処分の加重又は軽減等

ア 複数の服務規律違反等を行った場合の取扱い

複数の服務規律違反等を行った場合には，基準として掲げられた懲戒処分の種類

のうち最も重い処分より重い処分を行うことができます。

イ 情状等による加重及び軽減等

職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき，違法行為を継続した期間が

長期にわたるとき等には，基準として掲げられた懲戒処分より重い懲戒処分を行う

ことができます。また，職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき等には，

基準として掲げられた懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができます。
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５ 懲戒処分等の公表について

懲戒処分等の透明性・公正性を担保し，市政に対する市民の信頼の確保を図るととも

に，職員の服務規律の遵守や非違行為の抑止に資することを目的として，平成 年

月に懲戒処分等の公表の基準を定めました。また，同年 月には，公表する項目を新

たに追加するとともに，氏名を公表する場合を拡大する一部改正を行い，同年 月 日

以降の処分について適用しています。

対 象

① 地方公務員法第 条に基づく懲戒処分

② 地方公務員法第 条に基づく懲戒処分に係る管理監督者に対する処

分

※ ただし，被害者のプライバシーに特に配慮する必要がある場合に

は，非公表

内 容

① 事件の概要

② 被処分者の所属

③ 年齢及び性別

④ 職位及び職種

⑤ 処分発令日

⑥ 処分内容

また，次の場合は，被処分者の氏名を公表する。

ア 免職及び停職処分の場合

イ 刑事事件につき所管庁が既に氏名を公表している場合

ウ 故意又は重大な過失による事件で，社会的影響が極めて大きい場合

※ 上記の場合でも，非違行為が精神的な疾患に起因するものである等

の事情がある場合は，氏名を公表しない場合があります。
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第６章 職員の服務の状況

職員の服務の根本基準は，地方公務員法第 条に「すべて職員は，全体の奉仕者と

して公共の利益のために勤務し，且つ，職務の遂行に当たっては，全力を挙げてこれ

に専念しなければならない。」と規定されています。

この規定に基づき，同法では，法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（第 条），

信用失墜行為の禁止（第 条），営利企業等への従事制限（第 条）等を職員に課し

ているほか，本市では，職務に係る倫理の保持等に関し，職員として守るべき事項を

条例や規則において定めています。

１ 職員の職務に係る倫理の保持に関する状況

職員の公正な職務の執行に対する疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに，

職員の倫理観の高揚を図り，公務に対する市民の皆様の信頼を確保することを目的と

して，平成 年 月に「京都市職員の倫理の保持に関する条例」（以下「倫理条例」と

いいます。）を制定しました。この条例は，職員にとって利害関係者に当たる事業者等

（法人その他の団体及び事業を行う個人）を明確に定義するとともに，利害関係者

との間で禁止される行為及びその例外として許される行為並びに利害関係者との対応

に当たって必要となる手続等を具体的に定めています。

⑴ 利害関係者と飲食を共にする場合についての届出件数

職務上の必要性に基づき，職員が利害関係者と飲食を共にする場合で，職員の飲食

代が， 円を超えるものについては，相手方負担，自己負担にかかわらず，「関係

業者等対応届」を任命権者に提出しなければなりません。

なお，職務上の必要性がない場合に，利害関係者の負担により職員が飲食すること

は禁止されています。

 
※ 利害関係者とは，職員が職務として携わる事務の対象となっている者のうち，

次のいずれかに該当するものをいいます。 
① 許認可等を受けて事業を行っている者，許認可等の申請をしている者及び許認

可等の申請をしようとしていることが明らかである者 
② 補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている者，

補助金等の交付の申請をしている者及び当該補助金等の交付の申請をしようと

していることが明らかである者 
③ 立入検査，監査又は監察を受ける者 
④ 不利益処分をしようとする場合における当該処分の名宛て人となるべき者 
⑤ 行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている者 
⑥ ①から⑤までに掲げる者のほか，事業の発達，改善及び調整に関する事務の

対象となっている事業を行っている者 
⑦ 地方自治法第 条第 項に規定する契約を締結している者，当該契約の申込

みをしている者及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである

者 
なお，利害関係者に該当しない事業者等であっても，その者から接待を繰り返し

受けたり金品等を受け取る行為は，禁止されています。
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平成 年度における当該届出の状況は，次のとおりです。

（単位：件）

局名等 届出件数
うち閲覧請求の

対象となる件数
円を

超える飲食

その他任命権者が職務上

必要であると認めたもの

市長部局等

消 防 局

交 通 局

上下水道局

教育委員会

合 計

（注） 閲覧請求の対象となる件数とは，課長級以上の職員に係る届出のうち，倫理条例第

条第 項に規定する贈与等により受けた利益又は報酬支払により受けた報酬の価額が，

件につき 円を超える届出の件数をいいます。

⑵ 事業者などからの贈与等又は報酬支払を受けた場合についての報告提出件数

課長級以上の職員は，事業者等から 件 円を超える贈与等又は報酬支払を受

けたときは，その利益又は報酬の価額等を記載した「贈与等報告書」を任命権者に提

出しなければなりません。

平成 年度における当該報告の状況は，次のとおりです。

（単位：件）

局名等 提出件数

うち閲覧請

求の対象と

なる件数

金銭の

贈与

有価証

券の譲

受け

有価証券

以外の物

品の贈与

不動産

の贈与

役務の

提供

会食

市長部局等

消 防 局

交 通 局

上下水道局

教育委員会

合 計

（注）１ 会食には，それに伴い提供された物品の贈与を含みます。

２ 閲覧請求の対象となる件数とは，倫理条例第 条第 項に規定する贈与等により受け

た利益又は報酬支払により受けた報酬の価額が， 件につき 円を超える贈与等報

告書の件数をいいます。
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⑶ 利害関係者からの倫理条例において禁止された行為の働き掛けに係る報告書の

提出件数等

職員は，利害関係者から倫理条例の規定により禁止された行為の働き掛けがあった

ときは，その旨を倫理監督職員（職員の倫理を監督し，倫理の保持に関する必要な

指導，助言等を行う職員（市長部局にあっては監察監（局長級），他の任命権者にあ

っては庶務担当の部長級職員等）のことをいいます。）に文書で報告しなければなり

ません。

平成 年度において，当該報告書の提出事案は，ありませんでした。

※ 倫理条例の規定により禁止された行為とは，次のいずれかに該当するものをいい

ます。 
① 利害関係者から接待を受けること。 
② 利害関係者から金銭，物品又は不動産の贈与（せん別，祝儀，香典又は供花そ

の他これらに類するものとしてされるものを含む。）を受けること。 
③ 利害関係者から金銭の貸付け（業として行われる金銭の貸付けにあっては，無

利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。）を受けること。 
④ 利害関係者から，又は利害関係者の負担により，無償で物品又は不動産の貸付

けを受けること。 
⑤ 利害関係者から，又は利害関係者の負担により，無償で役務の提供を受けるこ

と。 
⑥ 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。 
⑦ 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。 
⑧ 利害関係者と共に旅行（公務のための旅行を除く。）をすること。 

２ 営利企業等の従事許可の状況

地方公務員法では，職員は任命権者の許可を受けることなく，営利を目的とする会社

の役員等に就任すること，営利を目的とする私企業を営むこと及び報酬を得て他の事務，

事業に従事することが禁止されています。そして 任命権者は，職務専念義務や職務の

公正又は職員の品位が損なわれるおそれがあると認めるときは，許可をしてはならない

こととされています。

任命権者が，従事することを許可している例としては，職務上得られた知識や経験を

活用し，大学などの教育機関での講義や専門書等の執筆を行う場合などがあります。

平成 年度における営利企業等への従事許可の状況は，次のとおりです。

（単位：件）

区 分 許可件数

市長部局等

消 防 局

交 通 局

上下水道局

教育委員会

合 計
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３ 公正な職務の執行の確保について

職員が職務の執行に関して不正な要望等や不正な言動を伴う要望等を受けた場合に

適正に対処するため，これらの要望等がなされた場合の対応に関し必要な手続等を定め

た「京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」を制定し，平成 年 月

日から施行しています。 
本条例では，原則としてすべての要望等を書面に記録し，組織的に対応するとともに，

不正な要望等や不正な言動を伴う要望等に対しては，要望者への警告，捜査機関への

告発等の必要な措置を講じることとしています。また，これらの措置を講じた場合は，

京都市公正職務執行審議会に報告し，審議することが定められています。

平成 年度における要望等の件数は，次のとおりです。また，要望等のうち，不正な

要望等又は不正な言動を伴う要望等の内容及び講じた措置は ⑵のとおりです。

⑴ 要望等の件数

（単位：件） 

要望者別

類型

件 数

個人 公職者 非営利の団体 事業者等 計

道路・公園等関連

消防関連

文化・市民生活関連

福祉関連

教育関連

住宅・まちづくり関連

保健・環境保全関連

交通関連

総務等関連

産業観光関連

ごみ処理・リサイクル等関連

上下水道関連

税務・財務関連

合 計

（注）１ （ ）内は，不正な要望等又は不正な言動を伴う要望等に対して措置を行ったものの件数を指

します（内数）。

要望等の件数については 以下のものを除いています。

⑴ 書面により提出された要望等のうち 申請としてなされたもの（住民票の交付申請等）

⑵ 公職者（本市並びに国及び他都市等の議員等，国及び他都市等の職員）からの資料要求

⑶ 市会議員から本会議及び委員会でなされた要望等（会派要望を含む。）
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⑵ 不正な要望等又は不正な言動を伴う要望等の内容及び講じた措置

年月 事案の概要 講じた措置内容等 
平成 年 月 京阪三条駅前広場公衆トイレの改修工

事において，事前の地元調整や施工時の掲

示物の不備等を理由に，地元の窓口を自称

する近隣の暴力団事務所の構成員から職

員が威圧され，工事停止等の不当な要求を

受けたため，一時，工事を中断する事態と

なった。 
その後，掲示物の不備等を解消するとと

もに，近隣住民への周知を行ったうえで，

工事を再開した。 

所轄警察署に対して被害

届を提出した結果，要望者は

職務強要罪により逮捕され

た。

釈放の際，所轄警察署長か

ら要望者に対し，暴力団員に

よる不当な行為の防止等に

関する法律第 条に基づく

中止命令（観光地の公衆トイ

レリニューアル事業（中央

部）に係る要求行為をする目

的で，本市へ接触することを

禁ずるもの）が出された。

平成 年 月 要望者は高額療養費の申請に来所され

たが，国民健康保険料に滞納があったた

め，還付対象の療養費を滞納保険料に充当

すること及び納付計画を相談する必要が

あることを説明したところ，「保険料をま

けてほしい。延滞金をまけてほしい。抜け

道があるはずなので教えてほしい。」との

申し出を繰り返した。今後の延滞金の増加

を止めるための制度を教示したうえで，要

望については応じられない旨説明したと

ころ，職員の態度が悪い，サービスがなっ

てないと怒り出した。 
要望者はスマートフォンを使用し，「動

画を撮影する」と主張し，机を叩き，区長

を呼べと主張，立ち上がって大声を出し始

めた。また，実際に動画の撮影も始めた。 
その後，課長が制止するも聞き入れず，

職員が持っていた書類を奪って持ち去ろ

うとした。 

警察に通報するとともに，

職員数名が要望者を制止し

て逃亡を阻止したが，要望者

は書類の返却に応じなかっ

たため，職員が書類を取り上

げた。

警察到着後も，要望者は職

員が暴力をふるったと主張

したが，最終的には書類を奪

ったことについて謝罪し，納

付相談に応じることを約束

した。また，撮影していた動

画については，本人が削除し

た。
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４ 公益通報の処理状況

公益通報者保護法に基づき，公益のために通報した労働者の保護を図るとともに，

本市における法令を遵守した公正な職務執行を確保するため，平成 年 月から公益

通報処理窓口を設置し，労働者や本市職員からの通報を受け付け，必要な調査を行って

います。また，本市の法令違反行為に関する通報については，より通報しやすく，透明

性・公正性の高い制度とするため，平成 年 月から，市役所外部に通報相談員（弁

護士）を設置しています。

なお，本市に処分等の権限がない，又は匿名通報である等の理由から，公益通報に

該当しないものであっても，公益通報の取扱いに準じて，調査のうえ適切に対処して

います。

平成 年度における公益通報等の状況は，次のとおりです。

公益通報等の受付状況及び処理状況

（単位：件） 

（注）１ （ ）内は，外部窓口の受付件数で内数です。 
２ 内部通報とは，本市の行政運営上の法令違反行為等を対象とする通報をいいます。 
３ 外部通報とは，国民の生命，身体，財産等の保護にかかわる （平成 年 月 日現在）

の法律（食品衛生法等）に規定する犯罪行為，法令違反行為で，本市が処分等の権限を有す

るものを対象とする通報をいいます。 

（主な通報内容）

・ 勤務態度不良に関するもの

・ 不適切な事務処理に関するもの

・ 副業に関するもの

 
受付件数 通報事実を 

確認した件数 

 （参考） 
平成 年度 
の受付件数 

うち職員の処分 
に至った件数 

内
部
通
報 

公益通報窓口

又は通報相談

員に通報され

たもの 

顕名通報 

匿名通報 

上記以外の窓口に寄せられた

もの 

小 計 

外
部
通
報 

本市に処理権限

のあるもの 

顕名通報 

匿名通報 

本市に処理権限のないもの 
（他の行政機関を教示） 

小 計 

合 計 
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５ ハラスメント防止の取組の状況

セクシュアルハラスメント（職場及び職場外において，他の者を不快にさせる性的な

言動のこと。）を防止し，快適な就業環境を確保するため，平成 年 月に「京都市セ

クシュアルハラスメント防止に関する方針」を策定し，職員の取るべき行動や管理監督

者の役割のほか，相談窓口やセクシュアルハラスメント調査委員会（セクシュアルハラ

スメントに関する苦情を審議し，公正な処理を行うための機関）について定めました。

また，平成 年 月から，相談窓口を市外部のカウンセリング専門機関に委託し，

職員が相談しやすい体制を取っています。

さらに，平成 年 月からは，パワーハラスメント（同じ職場で働く者に対して，職

務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に，業務の適正な範囲を超えて，精

神的・身体的苦痛を与える言動を行うことにより，就労者の働く環境を悪化させ，又は

雇用不安を与えること。）に関する相談，平成 年 月からは，妊娠・出産・育児休業

等に関するハラスメント（職場において，上司や同僚からの言動により，妊娠・出産し

た女性職員や，育児休業，介護休暇等を申出又は取得した職員の就業環境が害されるこ

と。）に関する相談にも対応することとしております。

具体的な取組としては，啓発ポスターやリーフレットによる職員への周知に加え，

コンプライアンス推進室職員及び外部相談員が，職員のハラスメントに関する相談に

対応し，適切な措置を講ずるよう努めています。

平成 年度におけるハラスメント相談の状況は，次のとおりです。

なお，ハラスメント調査委員会の開催はありませんでした。

⑴ セクシュアルハラスメント相談の状況

（単位：件）

種 別 面 談 電 話
手紙，

メール
計

事案の状況

性的関心など
同一職場 件

職 場 外 件

性別役割分担
相談者の内訳

その他
女 性 件

男 性 件

合 計
不 明 件

（注）１ 性的関心などとは性的関心や欲求によるセクシュアルハラスメントに関する相談を，

性別役割分担とは性差別的な意識に基づく言動によるものをいいます。

２ （ ）内は，平成 年度の件数です。
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⑵ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント相談の状況

（単位：件）

面 談 電 話
手紙，

メール
計

相談者の内訳

女 性 件

男 性 件

不 明 件

（注） 平成 年 月 日～平成 年 月 日の件数です。

⑶ パワーハラスメント相談の状況

（単位：件）

面 談 電 話
手紙，

メール
計

相談者の内訳

女 性 件

男 性 件

不 明 件

（注） （ ）内は，平成 年度の件数です。
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６ 服務規律の徹底と公務員倫理の高揚に向けた取組の状況

「信頼回復と再生のための抜本改革大綱推進本部」の下，職員不祥事根絶のための

改革に取り組んだ結果，不祥事を抑制する仕組みが一定構築され，職員の意識も大きく

変わりました。このため，平成 年 月に同本部を発展的に解消し，新たに「全庁“き

ょうかん”推進本部」を設置し，不祥事の根絶にとどまらず，更なる職員の意識改革，

組織風土の刷新，公務員倫理の高揚に向けた取組を全庁挙げて実施してきました。

平成 年度に取り組んだ主な内容は，次のとおりです。

⑴ 「コンプライアンス推進月間」の実施

職員一人一人がコンプライアンスに関する理解を深めるとともに，不祥事の根絶

に向け構築してきた仕組みや制度の運用状況の再点検を行いました。

（主な取組内容）

ア 所属におけるコンプライアンスの点検

・ 課長級の職員自らが，業務管理や服務管理に係る基本的な制度やルールと

日常業務における必須事項を改めて確認しました。

・ 課長補佐級以下の職員が，日常業務に関する基本的事項等を改めて確認し

ました。

・ 飲酒に係る公務外非行をなくすための職場ミーティングを実施しました。

・ 各職員の日常業務に関する基本的事項等の確認結果や過去の問題事例を踏

まえ，所属における問題点の改善に向けて，所属長による職場ミーティング

を実施しました。

イ コンプライアンスに関する研修

・ 課長級以上の職員を対象とした研修（事務処理誤りの防止と対策）を実施

しました。

ウ その他の取組

・ 局区等におけるコンプライアンス推進に資する独自取組を実施しました。

（職場巡察 個人情報管理状況の点検 コンプライアンス研修の実施 不祥事

事案に関する資料の配布 局内職員等に対する標的型メールテストの実施等）

⑵ 全庁“きょうかん”推進部会等の開催

コンプライアンスの推進に向けた取組を円滑かつ総合的に推進するため，次の

とおり，全庁“きょうかん”推進部会等を開催しました。

平成 年度に開催した会議等の開催回数は，次のとおりです。

会 議 名 開催回数 局  名  等 
全庁“きょうかん”推進部会 全部局 
監察員部会及び所属長会議 消防局 
きょうかん推進委員会 監察部会 交通局 
監察員会議及び局内部長会・庶務担当課長会 上下水道局 
“きょうかん”推進委員会 教育委員会 
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⑶ 服務規律の徹底，公務員倫理の高揚に関する主な職員研修等

次のとおり，階層別研修等において，公務員倫理の研修を実施しました。 
平成 年度に実施した研修受講者数は，次のとおりです。 

（単位：人） 
局 名 等 研 修 名 受講者数

全部局 新任部長級職員研修

新任課長級職員研修

新任係長級職員研修

新任主任級職員研修

基本理念研修

全部局

（消防局を除く。）

新規採用職員研修

新規採用職員フォローアップ研修

消防局 初任教育

新任消防司令長課程

新任消防司令課程

新任消防司令補課程

新任消防士長課程

交通局 運行管理者研修

市バス新規採用運転士研修

市バス営業所主任・係員研修

高速駅職員養成研修

高速車掌養成研修

高速運転士養成研修

高速助役養成研修

管理監督職員指導力向上研修

上下水道局 新規採用職員 次研修

主事級職員スキルアップ研修

教育委員会 採用 年目教職員研修

採用 年目教職員研修

全市校園長会

新任校園長研修

新任教頭事務長研修

管理用務員研修

給食調理員研修
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⑷ 綱紀の厳正な保持等に関する通知

次のとおり，通知等により，綱紀の厳正な保持等について，全部局の職員に周知

しました。 
平成 年度に行った通知は次のとおりです。 

年 月 日 件 名 
平成 年 月 日 衆議院京都府第３区選出議員補欠選挙における職員の服務規

律の確保について（監察監通知） 
月 日 個人情報の適正な取扱いの再徹底について（監察監，総合企

画局プロジェクト・国際化・情報化担当局長通知） 
月 日 個人情報を含む書類の複写時等における適正な取扱いの徹底

について（行財政局統括監察員，総合企画局情報化推進室長

通知）

月 日 参議院議員通常選挙における職員の服務規律の確保について

（監察監通知）

月 日 職員が贈答品や接待を受けることの禁止について（行財政局

統括監察員通知）

月 日 バスツアー等の事業実施における旅行業法上の留意点につい

て（行財政局統括監察員通知）

月 日 服務規律の確保の再徹底について（監察監通知） 
月 日 年末年始に当たって（監察監通知） 
月 日 副業行為の禁止等の服務規律の再徹底について（監察監通知） 

平成 年 月 日 公金等の適正な取扱いの再徹底について（行財政局統括監察

員通知） 
 

⑸ 外郭団体におけるコンプライアンスの徹底

外郭団体は本市と連携しながら 公益性 公共性の高い業務を担っており 団体の

職員は本市職員と同様の高い規範意識が求められています。

不正事案や不適切な事務処理の防止及び団体職員のコンプライアンスに対する意

識の徹底のため 平成 年度から外郭団体に対して，監察体制の整備，「コンプラ

イアンス推進に係る指針」の策定，職員の「行動規範」を策定するよう指導し，平

成 年度に全団体において完了しています。

平成 年度は，「外郭団体におけるコンプライアンス推進対策会議」を開催し，

外郭団体を対象に 今後の取組にいかすため 本市の不祥事等を受けた取組及び団体

におけるコンプライアンスの推進等について 情報交換等を行いました。
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第７章 職員の退職管理の状況

本市では，地方公務員法に基づき，平成 年 月 日から「京都市職員の退職管理に

関する条例」を施行し適正な退職管理を行っています。この条例等では，退職して営利

企業等に再就職した元職員が，離職前 年間に在職していた組織の職員に，離職後 年

間は再就職先に関する契約等事務に対し働きかけを禁止しておりますが，違反の実績は

ありません。

また，管理監督職員であった者が，離職後 年間に営利企業等に再就職した場合，再

就職先の地位や業務内容等を任命権者へ届け出ることとしています。

管理監督職員（課長級以上）で退職した職員の再就職の状況は，次のとおりです。

（単位：人）

区 分
管理監督職員の

退職者数

うち再就職者数

本市 外郭団体 非営利団体 民間企業 合 計

市長部局等

消 防 局

交 通 局

上下水道局

教育委員会

合 計

（注）１ 平成 年 月 日から平成 年 月 日までの期間における人数です。

２ 退職者数は， ページの「３ 職員の退職の状況」のうち，「その他」の区分による者を除

いています。
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第８章 職員の研修の状況

地方公務員法では，任命権者は勤務能率の発揮及び増進のために，職員に研修を受け

る機会を提供しなければならないとされています。この規定に基づき，各任命権者に

おいて様々な研修を実施しています。

地方公共団体の事務を効率的かつ効果的に執行することは，住民の福祉増進のために

も必要不可欠です。最小の経費によって最大の効果を挙げるためには，職員一人一人の

能力を開発することが必要となります。

１ 職員の研修の状況

平成 年度における研修の実施状況は，次のとおりです。

⑴ センター研修等

ア 集合研修

ア 市長部局等

各任命権者と合同して，採用時や昇任時などに実施した階層別研修や，政策形

成能力や業務遂行能力等の向上を図るために実施した能力開発研修などの集合研

修の講座数及び受講者数は，次のとおりです。

受講者の内訳

市長部局等 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会

講 座 数

（回）

受講者数

（人）

イ 消防局，交通局，上下水道局及び教育委員会

上記以外に，各任命権者で必要に応じて実施した集合研修の講座数及び受講者

数は，次のとおりです。

合計 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会（注）

講 座 数

（回）

受講者数

（人）

（注） 学校・幼稚園の教職員を対象にした研修を含む。

― 67―



- 68 - 
 

イ 派遣研修

各任命権者において実施した講習会などへの派遣研修の状況は，次のとおりです。

合計 市長部局等 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会

派 遣

研 修 先 数

（人）

受講者 数

（ 人 ）

⑵ 局区等研修

ア 集合研修

各局区，部，課，事業所等の所属において，所管する事務事業を的確かつ円滑に

推進するために実施した研修の回数及び受講者数は，次のとおりです。

合計 市長部局等 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会

回 数

（回）

受講者 数

（ 人 ）

イ 派遣研修

各局区，部，課，事業所等の所属において実施した学校，講習会，研修会等への

派遣研修の回数及び受講者数は，次のとおりです。

合計 市長部局等 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会

回 数
（回）

受講者 数
（ 人 ）
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２ 懲戒処分を受けた職員に係る再発防止研修等について

懲戒処分を受けた職員を対象として，公務員倫理等を再徹底し，再度懲戒処分を受け

ることのないよう意識改革を図ることを目的として研修及び継続的な指導を行うため，

平成 年 月に「懲戒処分を受けた職員に係る研修等の実施に関する要綱」を策定しま

した。処分発令後，直ちに，公務員倫理や服務規律等に関する研修を行い，研修終了後

は，所属長が当該職員の勤務状況等を継続して監察し，必要な指導を行います。また，

職員の意識改革が不十分であると判断される場合には，再研修を行うこととしています。

 
※ 再発防止研修の平成 年度実績（市長部局分）  受講者数  人 
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第９章 職員の福祉及び利益の保護の状況

職員の健康の保持増進を図るとともに，職場の安全を確保するため，「労働安全衛生

法」をはじめとする法令等に基づき，安全衛生を管理するための体制や作業環境の

整備，健康診断などを実施しています。また，公務や通勤途上の災害に被災した職員

に対し，「地方公務員災害補償法」に基づき，療養補償，休業補償，障害補償などの

各種補償を行っています。

このほか，職員の相互共済及び福利厚生の増進などを目的として，退職準備講座等

を実施しています。

１ 職員の安全・衛生管理について

⑴ 職員の健康診断実施状況

市長部局等における平成 年度の実施状況は，次のとおりです。

（単位：人）

種 類 受診者数

一般定期健康診断
一般職員

深夜業務等従事職員

雇入時健康診断

結核経過健康診断

特殊健診

ＶＤＴ作業従事者

電離放射線

有機溶剤

Ｂ型肝炎

腰痛・頸肩腕障害予防指導

破傷風予防接種

石綿
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⑵ メンタルヘルスの取組状況

平成 年 月に策定した「京都市職員メンタルヘルスケア指針」 平成 年 月改

定 に基づき，次の取組を実施しています。

ア 働きやすい職場環境の形成

ア 管理監督者向け，職員向けの「メンタルヘルス対応リーフレット」（こころの

健康サポートＮａｖｉ）の作成

イ 安全衛生委員会の活性化

イ こころの健康の保持増進（ 次予防）

ア ストレスチェック制度の実施

イ 長時間勤務職員に対する健康管理医の面談

ウ 人事異動後の職員に対する面談

エ メンタルヘルス研修の充実

オ メンタルヘルス相談窓口一覧の周知

ウ メンタルヘルス不調者の早期把握，早期対応（ 次予防）

ア メンタルヘルス不調者を出さない職場環境づくり研修の実施

イ 管理監督者のための相談窓口の利用促進

ウ 職員相談室の利用促進

エ 円滑な職場復帰支援と再発予防（ 次予防）

ア 職場におけるリハビリテーションの充実

イ 健康管理医等による復職前後の面談

オ その他の取組

復職者に対するアンケートの実施

⑶ 公務災害補償の状況

平成 年度における公務災害及び通勤災害の認定件数は，次のとおりです。

（単位：件）

区 分 件 数

公務災害

通勤災害

― 71―



- 72 - 
 

２ 職員の福利厚生について

⑴ 福利厚生のための各種団体

ア 一般財団法人京都市職員厚生会

職員の互助共済及び福利厚生の増進を目的として，「京都市職員厚生会条例」に基

づき，設置している団体です。

区 分 概 要

会員数 人（平成 年 月 日現在）

会費率 給料× ／

事業主負担
①交付対象事業に要する経費の 分の

②全運営経費のうち交付対象事業の運営に要する経費の 分の

事

業

内

容

給付事業 慶弔金等の支給，資金の貸付け，生命保険や損害保険の取扱い

厚生事業 文化体育活動や余暇の活用に対する支援，直営保養所の管理運営

購買事業 物品のあっせん等

＜参考＞

地方公務員法（抄）

第４２条 地方公共団体は，職員の保健，元気回復その他厚生に関する事項について計画を

樹立し，これを実施しなければならない。

京都市職員厚生会条例（抄）

第１条 本市の職員は，互助共済及び福利厚生の増進を図るため，京都市職員厚生会（以下

「厚生会」という。）を組織するものとする。

※ 上記の事業内容等については，一般財団法人京都市職員厚生会のホームページにおいても掲

載しています（ ）。

 

― 72―



- 73 - 
 

イ 京都市職員共済組合（平成 年 月 日現在）

区 分 概 要 
組合員数 人 

掛金・負担金率 
短期 介護 福祉 

特別職 
その他の

組合員 
特別職 

その他の

組合員 
特別職 

その他の

組合員 

掛 金 率 
標準報酬月額 
標準期末手当等の額 

負担金率 
標準報酬月額 
標準期末手当等の額 

掛金(*)・負担金率 
*厚生年金は保険料率 

厚生年金 退職等年金 経過的長期 

特別職 
その他の

組合員 
特別職 

その他の

組合員 
特別職 

その他の

組合員 

掛 金 率 
標準報酬月額 
標準期末手当等の額 

－ －

負担金率 
標準報酬月額 
標準期末手当等の額 

事
業
内
容 

長期給付事業 厚生年金（退職給付，障害給付，遺族給付）等の給付 

短期給付事業 
育児休業手当金，介護休業手当金，職員（組合員）及

びその被扶養者の業務外の事由による疾病，負傷，死

亡又は出産に関する給付等 

福祉事業 
住宅貸付，災害貸付，人間ドック，脳ドック， 
がん検診，歩こう会，会員制福利厚生事業等 

（注）１ 掛金・負担金率は，千分比です。

２ 負担金率は，公的負担及び調整負担金の料率を含みます。

３ 掛金率，負担金率は，地方公務員共済組合連合会定款，京都市職員共済組合定款及び関係

法令により定められています。

４ 介護掛金・負担金は， 歳以上 歳未満の組合員のみ対象となります。

＜参考＞

地方公務員法（抄）

第４３条 職員の病気，負傷，出産，休業，災害，退職，障害若しくは死亡又はその被扶養者の

病気，負傷，出産，死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする

共済制度が，実施されなければならない。

地方公務員等共済組合法（抄）

第３条 次の各号に掲げる職員の区分に従い 当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号

の地方公務員共済組合（略）を設ける。

略

五 地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市 略 の職員 略

※ 上記の事業内容等については，京都市職員共済組合のホームページにおいても掲載しています

（ ）。
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⑵ 退職準備講座等の実施状況

ア 退職準備のための講座

種 別 対象者 目 的

ライフプランセミナー

（生涯生活充実講座）

～ 歳の

職員で希望者

在職中から退職後を展望した生活設計

が行えるよう，生きがい，健康管理，

家庭経済などについて考える。

ライフプランセミナー

（退職準備講座）

～ 歳の

職員で希望者

残りの在職年数が 年未満となる中，

退職後のより良い生活設計が行えるよ

う，生きがい，健康管理，家庭経済な

どについて考える。

ニューライフセミナー

（退職直前講座）

定年退職

予定職員

退職後の生活設計，健康管理，再就職

問題などについて考える。

イ 広報誌の発行

ライフプラン支援冊子「はつらつライフ」
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（参考１）「京都市職員力・組織力向上プラン」の取組状況

本市では，全ての職員が，創造的かつ主体的に職務を遂行し，仕事に対する意欲を高

め，更には「自ら市政を改革・創造する」という意識を持つなど，将来にわたって本市

を支える「職員力」の向上と，時代や市民のニーズ，新たな行政課題に的確かつ迅速に

対応し，「最少の経費で最大の効果」を上げる「組織力」の向上を目指し，平成 年

月に，「京都市職員力・組織力向上プラン（期間：平成 年度～ 年度）」を策定する

とともに，実施計画（第 次（期間：平成 年度～ 年度））において， の具体的取

組項目を掲げ，取組を進めてきました。

１ 主な取組内容

「京都市職員力・組織力向上プラン」の着実な推進に取り組んだ結果，実施計画（第

次）に掲げる 項目について，すべて実施済みとなりました。

（主な取組内容）

⑴ 人事評価結果の活用（給与，分限等）

⑵ 係長能力認定試験の見直し

⑶ 「仕事と子育ていきいき活躍プラン」の策定

⑷ 人事異動希望申告様式の見直し

⑸ 第 次試験から受験者全員と個別面接を実施する人物重視の職員採用試験の創設

⑹ 表彰制度の拡大

⑺ 全庁“きょうかん”実践運動の推進

具体的な取組の状況は，表（参考）－１のとおりです。

２ 取組の成果

この間の取組により，「職員の育成」と「組織の活性化」を目的に導入した「人事評価

制度」が組織に定着し，職員の任用，給与，分限，研修等，あらゆる人事施策の基本と

して活用しているほか，職員の市民サービス，業務改善に対する意識や，改革に向けて

取り組む組織風土が着実に醸成されてきています。

（取組の成果）

⑴ 職員提案件数が， 年連続 件以上という高水準で推移

⑵ 「真のワーク・ライフ・バランス」の実現に向け，職員が主体的に取り組む「働き

方見直しプロジェクト」が全ての局区で始動

⑶ 平成 年度実施の「窓口サービス・実践制度」における市民アンケートでは，前回

に続き，全ての項目で「満足」が 割超（かつ「満足」の割合が増加）

⑷ 給与及び分限に評価結果を活用するなど，人事評価制度が組織に定着
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表（参考）－１ 「京都市職員力・組織力向上プラン」の取組状況

取 組 内 容 

Ⅰ 職員力の向上

１ 「職員一人ひとりが自ら市政を改革・創造する」という意識を高揚させる取組

 ⑴ 職員のキャリア形成を支援するための仕組みづくり 

 
 

ア 職員のキャリア形成を支援するための研修の実施

職員のキャリア形成を支援する「キャリア開発研修」を実施【㉘キャリア開発研修：

級…107 人， 級…129 人，係長級…212 人，女性職員…17 人，技能労務…13 人】

 
 

イ 人事異動希望申告への中長期的なキャリア形成の視点の導入

職員が目指したい職員像（キャリアプラン）について主体的に考えることができる「目指し

たい職員像デザインシート」を作成

 
 

ウ 所属長等によるキャリア形成の相談，支援の実施

所属長がキャリアプランについて，具体的なアドバイスができる指導マニュアルを作成

 
 

エ キャリア形成を支援するための情報提供

人事異動における庁内公募の際，求める人物像や必要な能力などの情報を明示

 ⑵ 人事評価制度の更なる推進 

 
 

ア 評価者研修の継続的な実施

部長級（新任～ 年目）及び課長級（新任～ 年目）を対象に，人事評価制度の意義の理解

と面談技術の向上に重点を置いた研修を実施【㉘評価者研修：部長級… 人，課長級…276 人】

  
イ 制度における課長補佐級・係長級の役割についての検討

人事評価制度運用マニュアルに，部下職員の目標設定や，日々の職務遂行状況の把握につい

て，課長補佐・係長級職員の関与のあり方を記載

 
 

ウ 人事評価結果の活用

評価結果を給与に反映するとともに，分限，任用に活用

 
 

エ 対象職員の拡大の検討

人事評価制度を再任用職員及び医療行為のみに従事する医師にも拡大

 
 

オ 人事評価制度のより効率的，効果的な運用

庁内ネットワーク基盤を用いたペーパーレス化による人事評価システムの運用

 ⑶ 意欲を高め，視野を広げる人事配置 

  ア 意欲，能力，経験を生かした人事配置 

   
ア 職員が培った専門性を発揮するための人事配置の検討

職員の専門性と意欲を高めるため，「スペシャリスト（専門家）養成コース」を創設。

【㉙当初指定： 人（税分野）】 

   

イ 庁内公募，ＦＡ制度のより効果的な運用

人事異動における庁内公募の際，求める人物像を明示するとともに，係長級以上の業務

に限定していた対象業務を，係員にまで拡大

【㉙向け庁内公募：応募 人／登用 人，㉙向けＦＡ：応募 人／成立 人】

イ 職種の枠にとらわれない人材の活用

技術職，免許資格職，技能労務職等を局の企画部門や区役所のまちづくり担当に配置するな

ど，職域の拡大等を推進

 ⑷ 市民感覚の醸成のための取組の推進 

― 76―



- 77 - 
 

ア 市民感覚の醸成と現地現場主義の徹底を図る人事配置

区役所等の現場に新採職員を数多く配置するとともに，本庁と出先機関，管理部門と事業部

門の交流の促進や民間企業等への職員の研修派遣を継続

イ 全庁“きょうかん”実践運動の推進

・ 全ての職場において，きょうかんプロジェクトを実施するとともに，ハートミーティング

等の取組を実施【㉘ハートミーティング実施回数： 回】

・ 来庁者にアンケートを行う「窓口サービス評価・実践制度」を実施（隔年実施）

【㉘窓口サービス評価・実践制度：全てのアンケート項目で，「満足」が ％以上】

 ⑸ 表彰・顕彰の充実 

ア 表彰制度の拡大

・ 職員提案制度の優秀提案発表会において，優れた発表に対し，表彰を実施

・ 本市職員の「真のワーク・ライフ・バランス」に資する活動を表彰する制度を創設

【㉘表彰件数：生産性向上部門… 件，真のワーク・ライフ・バランス実践部門… 件】

イ 顕彰の実施

資格取得支援制度により資格を取得した職員や，「真のワーク・ライフ・バランス」推進に

向けて，地域貢献に取り組む職員，子どもがいる生活を楽しんでいる男性職員及び先進的に取

り組んでいる所属等を庁内向け情報誌等で紹介

⑹ コンプライアンスの徹底

・ 適正な服務の確保及び事務処理誤りの防止に向けた監察を逐次実施【㉘実施箇所：延べ 所属】

・ 「コンプライアンス推進月間」を実施【㉘実施期間：平成 年 月・ 月】

・ 新任の部長～係長級及び新規採用職員に対する研修等において，公務員倫理及びコンプライ

アンスの研修を実施

・ 全庁“きょうかん”推進部会の開催【㉘開催回数： 回】

・ 「外郭団体におけるコンプライアンス推進対策会議」の開催

２ 能力を引き出し，職員の成長を支援する取組

⑴ 人材育成の観点に立った人材登用の仕組みの整備

ア 係長能力認定試験制度の見直し

若手職員の自己研鑽の促進，実務に即した試験内容，技術職員の技術力向上を目的として，

制度の見直し（対象職種：事務職及び技術職）を実施するとともに，保健師，薬剤師及び獣医

師を対象とした係長能力認定試験を新たに実施【㉘受験率（市長部局）：事務職

試験のみ… ％， 試験のみ… ％， ・ 試験… ％，技術職… ％，免許資格職… ％】

イ 昇任・昇格意欲の喚起

イントラネットや庁内向け情報誌を活用し，係長能力認定試験合格者の受験理由，仕事の魅

力，後輩職員へのメッセージや，新任主任研修の意見交換の内容などを発信

ウ 管理職への積極的な女性の登用

・ 局長・部長級の要職に女性を登用。管理職員に占める女性比率について，過去最高を更新

【管理職員に占める女性の割合（市長部局）：⑯当初… ％ ⇒ ㉙当初… ％】

・ 女性課長級職員の府市相互派遣を初めて実施

⑵ ＯＪＴの定着・活性化

ア 効果的なＯＪＴを支援する取組の推進

育成対象職員への助言・指導に係るノウハウ等を掲載したハンドブックを作成するととも

に，１箇月間の振り返りシートを導入
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イ 人材育成，ＯＪＴの担い手に対する研修の充実

所属長を対象に実施していた「ＯＪＴサポート制度研修」の受講者を，課長補佐・係長級に

まで拡大【㉘ＯＪＴサポート制度研修： 人】

ウ 若手職員に対する「仕事に臨む姿勢」，「自主的な業務習得」等の意識付けの強化

・ 新規採用職員研修において，「仕事に臨む姿勢」，「自主的な業務習得」等の研修を実施す

るとともに，職務遂行能力及びモチベーションの一層の向上を図るため，「新規採用職員フ

ォローアップ研修」を実施【㉘新規採用職員フォローアップ研修： 人】

・ スキルアップ研修について，若手職員が継続的にスキルアップできるよう，採用 年目か

ら 年目までの職員を対象として，各自の課題に応じて， 年に 科目を選択して必須受講

とするよう充実するとともに，「発信力」や「伝える力」を向上させるため，「説明力」の科

目を継続して実施【㉘スキルアップ研修： 名】

⑶ 職員研修の充実・強化

ア 市の方針や目指すべき職員像等を徹底する視点に立った研修の継続

新任の部長～課長級及び新規採用職員に対する研修等において，市長から市の方針や目指す

べき職員像について，研修を行うとともに，二元代表制の意義をはじめ，議会制度の理解を徹

底するためのカリキュラムを実施

イ 職員のキャリア形成を支援するための研修の実施（再掲）

ウ 人事評価制度と研修の連携強化

人事評価システムを利用し，イントラネットパソコンを通じて，研修ガイドを広く周知

エ 経験年数に応じて求められる知識・能力の習得を図るための研修の実施

マネジメント能力を先取りして学習するため，係長級 年目職員を対象にキャリア開発研修

を実施【㉘係長級 年目職員研修： 人】

オ 研修を通じた人材育成の強化

新任係長級フォローアップ研修について，必要に応じた能力を身に着けるため，「コーチン

グ」に「ファシリテーション型リーダーシップ」及び「チームマネジメント」を追加し，選択

制に変更【㉘新任係長級フォローアップ研修： 人】

カ 職員の専門性を高めるための研修のより一層の推進

マイナンバー研修，債権管理・回収研修等の業務所管研修を実施

キ 高齢期の職員の意欲と能力を更に高めるための研修の実施

新規再任用職員研修を実施【㉘新規再任用職員研修： 人】

⑷ 自己研鑽を支援する仕組みづくり

ア 資格取得支援等の拡充

・ 対象資格に や京都検定を加えるなど，支援対象資格を順次拡大

【㉘支援対象資格数：㉕… 種類 ⇒ ㉘… 種類，㉘資格取得支援実績： 人】

・ 技能労務職を主な対象とした資格を追加【㉘資格取得支援実績： 人】

イ キャリア形成を支援するための情報提供（再掲）

ウ 技能労務職のスキルアップのための支援制度の構築

技能労務職員（係長級・作業長級）向けに，職場のリーダーとしての意識付け，必要なスキ

ル等を習得するための研修を実施【㉘技能労務職員研修： 人】

⑸ 勤務実績不良の職員に対する公務能率向上の取組と分限処分の適用

人事評価結果で最低ランクとなった職員に対し，指導，研修を実施する「職務改善プログラム」

の運用を開始（改善されない場合は，分限処分の対象とする。）
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⑹ 職種別の人材育成の推進

「福祉職」，「土木・造園技術職」，「建築職」，「設備職」及び「保健師」の人材育成計画を策定

⑺ 再任用職員の能力の発揮

再任用職員の知識・経験を最大限活用するため，希望する退職者を原則として常時勤務で再任

用するとともに，職務段階別の任用を可能とするなど，再任用制度の抜本的見直しを実施

【㉙当初任用（市長部局）：常時勤務職員… 人】

Ⅱ 組織力の向上

１ 組織として人を育てる組織風土の醸成

⑴ コミュニケーションが充実し職員同士で支え合う，働きがいのある職場づくり

ア 人事評価制度の更なる推進（再掲）

イ ＯＪＴの定着・活性化（再掲）

２ 個々の力の結集

⑴ 改革・創造に向けた職場づくり

ア 全庁“きょうかん”実践運動の推進（再掲）

イ 職員による提案の推進

・ 職員提案制度に係る提案票等の簡略化や募集強化月間の見直し等を実施

【㉘職員提案件数： 件】

・ 「京都市安全の日の標語」の募集を実施【㉘応募件数： 件】

⑵ 組織横断的な行政課題への的確な対応と意思決定の迅速化

ア 組織横断的な行政課題に的確に対応するための組織の構築

「貧困家庭の子ども・青少年対策プロジェクトチーム」や「マイナンバー高度利用促進プロ

ジェクトチーム」など，局長級をチームリーダーとするプロジェクトチームを設置

イ 専決権限の下部委譲

市税事務所の各室の課長に庶務権限を委譲

⑶ 技能労務職業務の執行体制の柔軟な見直し

・ ごみ収集業務について，平成 年度に策定した「ごみ収集処理業務の更なる改革策」に基づ

き，燃やすごみの完全午前収集の実現など，業務の効率化を図る取組を推進

・ 道路河川の維持管理業務等について，土木事務所の体制見直しを行い，分散していた業務を

一括して担わせることで，即応性・機動性の向上を図るとともに，更なる効率化を目指し，み

どり管理事務所の体制見直し等を実施

・ その他の技能労務職業務のより効果的かつ効率的な執行体制のあり方について，引き続き見

直しを検討

３ 真のワーク・ライフ・バランスの実践のための環境整備

⑴ 時間外勤務の縮減

・ 時間外勤務縮減対策本部会議を開催

・ 「総勤務時間縮減運動月間」の実施

・ 「長時間労働」から限られた時間で成果を上げる「生産性の高い働き方」への転換を図って

いくため，働き方の見直しに向けた専門家によるコンサルティングを実施

【㉘時間外勤務時間数（市長部局）： 時間（㉗比＋ 時間（＋ ％））

㉘長時間勤務職員数（月平均 時間超，市長部局）： 人（㉗比△ 人）】
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⑵ 子育て中及び介護中の職員の仕事と家庭生活が両立できる職場環境と仕組みの整備

・ 管理職員による「イクボス宣言」を推奨【宣言者数（平成 年 月現在）： 人】

・ 育児やキャリア形成等について，夫婦で考える「仕事と子育てパートナーシップ研修」や，

両立に関する不安や悩みを相談する場の提供を目的とした「ランチミーティング」を実施

【㉘仕事と子育てパートナーシップ研修： 人，㉘ランチミーティング： 人】

⑶ 新たな「京都市特定事業主行動計画」の策定

「仕事と子育ていきいき活躍プラン」を策定するとともに，女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律に基づき，同プランを改定し，以下の数値目標を設定

『管理職員（課長～局長級職員）に占める女性職員の割合（市長部局） ％』（平成 年度当

初）【㉙当初… ％】

『男性職員の育児休業取得率（市長部局） ％』（平成 年度）【㉘： ％】

⑷ 全ての職員が，職場の一員として，より意欲を持って働ける環境の整備

・ 職場ミーティングや職場研修を継続して実施

・ 各局区等による「真のワーク・ライフ・バランス」実現に向けた自発的な取組をサポートす

るため，研修等による支援を実施

⑸ メンタルヘルス対策の推進

ストレスチェック制度，「こころの健康サポート 」の策定，メンタルヘルス研修など，職員

の心の健康の保持増進に関する取組を推進

⑹ ハラスメント対策の推進

・ 外部及び内部に設置した「ハラスメント相談窓口」に寄せられる相談に適切に対応

・ 「京都市ハラスメント防止に関する方針」及び「職員向け手引」を改訂し，相談窓口におい

て，妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの相談の受付を開始

【㉘ハラスメント相談受付件数（市長部局）：セクハラ… 件，パワハラ…29 件，

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント… 件】

・ 新任の部長～係長級及び新規採用職員に対する研修等において，ハラスメントについての講

義を実施

４ 多様な人材の確保

⑴ 民間企業等からの役付職員の採用

大学准教授を「動物園生き物・学び・研究センター長」（課長級）として採用

⑵ 経験者採用試験の受験資格の拡大

雇用形態が正社員以外の場合，週 時間以上従事したものに限っていた受験資格を，雇用形態

にかかわらず，週 時間以上従事したものに拡大

【㉘経験者採用試験：応募者 人，合格者 人】

⑶ 受験者確保のための取組の推進

・ 市長が京都にかける熱い想いを語る「採用ガイダンス」を開催【㉙当初：約 人】

・ 技術職について，専用リーフレットの作成及び現場見学会を実施

【㉘現場見学会参加者数： 人】

・ 政令指定都市で初めて， 次試験から受験者全員と個別に面接する人物重視の採用試験方式で

ある，「上級Ⅰ＜京都方式＞」を実施【㉘京都方式：応募者… 人，合格者 人】

⑷ 民間面接官の継続実施

上級Ⅰ（一般方式及び京都方式）一般事務職採用試験において民間面接官を登用
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（参考２）「京都市職員コンプライアンス推進指針」の取組状況

本市では，職員の倫理の保持に向けた意識の高揚を図るために策定した「京都市職員

の倫理を確立するための行動規範（京都市職員倫理憲章）」に基づき，平成２１年９月に

「京都市職員コンプライアンス推進指針」を定め，全１３項目について，次のとおり取

組を進めています。

取 組 内 容 

１ 公私にわたる高い倫理観の保持

 ⑴ 京都市職員の倫理の保持に関する条例 
○ 利害関係者と飲食を共にする場合の届出や，事業者などから贈与等を受けた場合の報告につ

いて，任命権者への提出を義務付け 【㉘関係業者等対応届 740 件，贈与等報告書 13 件】 

⑵ 公務員倫理研修 
○ 新規採用職員，新任の主任級～部長級職員に対する研修等において実施 
○ 「コンプライアンス推進月間」（8 月・9 月）における職場研修において実施 
○ 「局区等研修支援事業」により，局区等において公務員倫理に関する研修を実施【㉘642 回実施】  

２ 市民の目線に立った仕事への専念

 ⑴ 全庁“きょうかん”実践運動 
○ 職場ごとにテーマを設定して業務改善に取り組む「きょうかんプロジェクト」を実施  
○ 来庁者にアンケートを行う「窓口サービス評価・実践制度」を実施（隔年実施） 

【㉘すべてのアンケート項目で「満足」が 80％以上】 
○ 市長と職員が本音で意見交換する「ハートミーティング」を実施 【㉘8 回実施】 
○ 「市民応対アドバイザー」による職場巡回や新規採用職員を対象とした応対講座を実施  
○ 職員に期待する行動を発信する「局区長等からのきょうかんメッセージ」を実施 
○ 職場改善等の優れた取組事例を全庁に配信する「きょうかんレポート」を実施 【㉘4 回配信】 

⑵ 信頼される市民応対 
○ 新規採用職員研修，基本理念研修等において，市民応対に関する研修を実施 
○ 「局区等研修支援事業」により，局区等において，市民応対に関する研修を実施【㉘49 回実施】  
○ 「市民応対向上月間」において市民応対をテーマとした職場討議を実施 
○ 来庁者にアンケートを行う「窓口サービス評価・実践制度」を実施【再掲】 
○ 「市民応対アドバイザー」による職場巡回や新規採用職員を対象とした応対講座を実施【再掲】  

⑶ 信頼される服装と身だしなみ 
○ 「市民応対アドバイザー」による職場巡回や新規採用職員を対象とした応対講座を実施【再掲】  
○ 来庁者にアンケートを行う「窓口サービス評価・実践制度」を実施【再掲】 

３ 法令等を遵守した公正な職務執行

 ⑴ 適正な業務遂行，⑵ 適正な服務の確保 
○ 全庁挙げてのコンプライアンス推進体制の構築 

  ・ 全庁“きょうかん”推進部会を開催 【㉘3 回開催】 
・ 綱紀の厳正な保持等について通知を発出し，全部局の職員に周知 

○ 「コンプライアンス推進月間」の実施 【㉘実施期間：平成 28 年 8 月・9 月】 
・ チェックシートに基づく自己点検や職場ミーティング等の実施 
・ コンプライアンスに関する研修を実施  
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 ○ 適正な服務の確保及び事務処理誤りの防止に向けた監察を逐次実施【㉘実施箇所 延べ 61 所属】  
○ 外郭団体に対するコンプライアンスの徹底 
【㉘「外郭団体におけるコンプライアンス推進対策会議」を開催（H29.1.6）】 

＜懲戒処分件数＞ ⑱83 件→㉘6 件 ＜逮捕者数＞ ⑱13 人→㉘3 人 

⑶ 京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 
○ 要望等の記録や不正な要望等への適切な措置を講じることにより，公正な職務の執行を確保 
○ 「京都市公正職務執行審議会」を開催し，不正な要望等の件数等を報告 
【㉘7,527 件(うち不正な要望等に対して措置を講じたもの 2 件)】 

同審議会に「本市におけるコンプライアンスの推進に関する取組（公正な職務の執行に向け

た職員力の向上）」を報告し，意見を聴取（H28.7.27） 

⑷ 公益通報処理制度（内部通報） 
○ 公益通報処理窓口（コンプライアンス推進室内）及び通報相談員（弁護士）を置き，寄せら

れた通報について調査のうえ適切に対処 
○ 通報相談員による通報受付時の氏名等の取扱い手順，記録様式について明確化（H28.4.1） 
【 ㉘内部通報の受付調査件数 47 件 (うち通報内容が事実であった件数 14 件)】 

４ 市民への分かりやすい情報伝達と丁寧な説明

 ⑴ 情報の積極的な開示と適切な管理 
○ 「情報セキュリティ対策強化月間」を実施（「コンプライアンス推進月間」と同時実施） 

・ イントラネットパソコンに接続された無許可機器（スマートフォン等）の接続状況を調査 
・ 外郭団体における情報セキュリティ対策の取組について所管課から確認及び指導を実施 
・ イントラネットパソコンを利用した情報セキュリティ等の注意事項を配信 
・ 標的型メール攻撃に対する訓練の実施 
・ 情報システムの管理状況についてチェックシートに基づく点検を実施 

○ 「個人情報の適正な取扱いの再徹底について」等の通知を発出 
 

⑵ 誠実，丁寧で意を尽くした説明（説明責任）

○ 全庁“きょうかん”実践運動を推進（２⑴参照）  
○ 「京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」を適正に運用（３⑶参照） 
○ 新任係長級職員研修及び新任課長級職員研修において，「伝える力」の科目を新たに実施 

５ 自己研鑽と絶え間ない改革の実践

 ⑴ 自主的な業務改善（業務と組織の自己変革） 
○ 全庁“きょうかん”実践運動を推進（２⑴参照）  

 

⑵ 自己研鑽による能力向上と視野の拡大（職員の自己変革） 
○ 技術職員資格取得支援制度を実施 
○ 資格取得支援制度の対象資格・職種を順次拡大 

 【㉘支援対象資格 21 種類／資格取得支援実積 延べ 52 人】 
○ 「京都市職員自主研究会活動支援要綱」を定め，自主的に研究活動を行う職員グループに対

して，活動場所の支援や必要経費の一部を支援する取組を実施 【㉘自主研究会登録数 13 団体】 
○ 人事評価の評価項目と関連した研修を実施 
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人事委員会における業務の状況

「京都市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」第３

条に基づき，京都市人事委員会が，市長へ報告するために作

成したものです。
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まえがき

京都市人事委員会は，「地方公務員法」に基づき京都市が設置した，中立的で独立した人

事行政の専門機関です。同法は，人事委員会に対して次の権限を与えており，当委員会は，

これらに基づく業務を行っています。 
１ 職員採用試験等の実施，人事行政について任命権者への報告・勧告等を行う権限 
２ 法律又は条例に基づき人事行政に関する規則を制定する権限 
３ 職員と任命権者との間に法律上の紛争が生じたときに審査・裁定等を行う権限 

 

第１章 職員の競争試験及び選考の状況

第１節 採用試験等

１ 採用試験の概要

優秀な人物を確保するため，面接試験に重点を置いた人物重視の採用試験を実施し

ています。

平成２８年度の採用試験について，表１－１，１－２及び１－３のとおり実施しま

した。

平成２８年度は，上級Ⅰ一般事務職（行政）において，有意義な経験を積んだ，バ

イタリティあふれる人物を確保するため，教養試験や専門試験を課さず，第１次試験

から受験者全員と個別面接を行う，上級Ⅰ＜京都方式＞を創設しました。

また，上級Ⅰ一般技術職及び消防職について，それぞれ受験資格の年齢上限を２歳

引き上げました。
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表１－１ 平成２８年度採用試験の種類及び方法

区分・職種 受験資格※1 １次試験※2 ２次試験等 

上
級Ⅰ

 

一  般 
事務職 

行政 
＜京都方式＞  22～26 歳 ・個別面接 

2 次試験 3 次試験 4 次試験 

個別面接 

・適性検査 
・グループ 
ディスカッション 
・作文試験 

個別面接 

行政 
＜一般方式＞  22～26 歳 

 2 次試験 3 次試験 

・個別面接 
・作文試験 

個別面接 
（民間面接官） 

福祉 
・22～26 歳 
・社会福祉主事任用

資格の取得 

 
 ・個別面接 

・作文試験 

一般技術職 22～30 歳 ・教養試験 
・専門試験 

・個別面接 
・作文試験 

消  防  職 22～29 歳 
 ・個別面接 

・作文試験 
・身体検査 

上
級Ⅱ

 

一般事務職 ・～30 歳 
・大学院修了 教養試験 

2 次試験 3 次試験 
・プレゼンテーシ

ョン面接 
・課題論文 

個別面接 

中
級 

一般事務職 18～21 歳 
 

個別面接 

一般技術職 18～21 歳 ・教養試験 
・専門試験 

・個別面接 
・作文試験 

消  防  職 18～21 歳 
 ・個別面接 

・作文試験 
・身体検査 

学校事務職 18～45 歳 
 

・個別面接 
・作文試験 

経
験
者 

青年海

外協力

隊  等 

一  般 
事務職 

・24～42 歳 
・2 年以上の 

活動経験 
・教養試験 
・経験作文 
・適性検査 

2 次試験 3 次試験 

個別面接 個別面接 

民  間 
企業等 
職  務 
経験者 

一  般 
事務職 ・27～59 歳 

・直近 7 年中 
5 年以上の 
職務経験 

一  般 
技術職 

・教養試験 
・専門試験 
・経験作文 
・適性検査 

個別面接 

教養 
試験 

個別 
面接 

教養 
試験 

体力 
試験 

・教養試験 
・作文試験 

個別 
面接 

教養 
試験 

体力 
試験 

・教養試験 
・専門試験 

個別 
面接 

・教養試験 
・専門試験 

個別 
面接 
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※ 受験資格はいずれも採用時現在の年齢。

※ については， の試験で一定点数以上の人を発表し， の試験の対象とするこ

とを表します。

区分・職種 受験資格※１ １次試験※2 ２次試験等 

免
許
・
資
格
職 

保    健    師 ～29 歳 各
職
務
に
必
要
な
免
許
資
格
の

取
得 

・教養試験 
・専門試験 

・個別面接 
・作文試験 

薬剤師，獣医師 ～32 歳 
理学療法士， 
作業療法士 ～29 歳 

保    育    士 ～29 歳 
 

・個別面接 
・作文試験 

身
体
に
障
害

 

の
あ
る
方 

一般事務職 
18～29 歳 ・教養試験 

・作文試験 
・個別面接 
・身体検査 

学校事務職 

A B 

・教養試験 
・専門試験 

・実技試験 
・体力試験 
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表１－２ 平成２８年度採用試験実施日程

試験区分 職種 第 次試験日 合格発表日

上級Ⅰ

一般事務職

行政

＜京都方式＞
月 ～ 日 月 日

行政

＜一般方式＞

月 日

月 日

福祉

一般技術職 月 日

消防職
月 日

上級Ⅱ 一般事務職

中 級

一般事務職

月 日
月 日一般技術職

消防職

学校事務職 月 日

経験者

青年海外

協力隊等
一般事務職

月 日 月 日
民間企業等

職務経験者

一般事務職

一般技術職

免許・資格職

保健師

月 日 月 日薬剤師

獣医師

保育士

月 日 月 日理学療法士

作業療法士

身体に障害のある方
一般事務職

月 日 月 日
学校事務職
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表１－３ 平成２８年度採用試験実施結果

最終倍率

行政
＜京都方式＞

行政
＜一般方式＞

福祉

土木

建築

電気

機械

化学

畜水産

農業

農林整備

環境

Ａ

Ｂ

上級Ⅱ

土木

建築

土木

建築

電気

機械

一般事務職

学校事務職

試験区分・職種 申込者数 受験者数 最終合格者数

一般技術職

消防職

薬剤師

獣医師

保育士

作業療法士

一般事務職

中級

一般事務職

一般技術職

消防職

学校事務職

身体に障害のある方

一般事務職

上級Ⅰ

理学療法士

経験者

青年海外協力隊等（一般事務職）

民間企業等職務経験者（一般事務職）

民間企業等職務
経験者

（一般技術職）

免許・
資格職

保健師

（ ）は，女性で，内数です。
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２ 試験の周知と募集活動

採用試験の周知としては，市民しんぶんへの掲載，マスコミへの情報提供及び人事

委員会事務局のホームページへの掲載等を行いました。また，「京都いつでもコール」

を利用して採用試験に関する問合せ対応を行いました。

募集活動としては，市政の魅力のＰＲのため，ポスター，パンフレット等の配布や

大学等における採用説明会を行いました。また，京都市で働く魅力を伝えるためメー

ルマガジンや職員紹介動画を活用するとともに，より分かりやすい情報発信のため職

員採用専用ホームページを創設したほか，就職情報サイトへの掲載や合同企業説明会

への出展など，受験者の確保に努めました。さらに，技術職場の現場見学会を実施し

ました。

３ 採用選考

「地方公務員法」においては，職員の採用は，原則として競争試験によるものとさ

れていますが，当委員会が承認した場合には，選考による採用を行うことができます。

平成２８年度の状況は，表１－４のとおりです。

表１－４ 平成２８年度採用選考の状況 （単位：人）

免許・資格職 
（医師等） 

専門職

（文化財保護技師等）

技能・労務職

（運転手）

特別選考職 
（係長以上の職等）  

計

第２節 昇任選考

１ 昇任選考

昇任とは，職員を現に在職する職より上位にある職に任命することをいいます。本

市においては，当委員会の定める昇任選考基準に該当する者のうち，市長等から申請

のあった者について当委員会が選考を行っています。

平成２８年度の状況は，表１－５のとおりです。

表１－５ 平成２８年度昇任選考の状況 （単位：人）

昇任させる職 事務・技術職等（消防職を除く） 昇任させる職 消防職

局 長 級 消 防 司 監

部 長 級 消 防 正 監

課 長 級 消 防 監

課長補佐級 消防司令長

係 長 級 消 防 司 令

合 計 消防司令補

消 防 士 長

消防副士長

合 計
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２ 係長能力認定試験

本市においては，能力ある職員の抜てき，有能な人物の早期発見及び早期育成，組

織の活性化の推進，職員各自の自己研さんと能力開発の機会の提供等を目的として，

昭和６１年度から係長能力認定試験を実施しています。

平成２６年度から，若手職員の自己研さん等を目的に，試験制度を見直しました。

平成２８年度から，免許・資格職のうち，薬剤師，獣医師，保健師について新たに

試験を実施しました。

平成２８年度の実施状況については，表１－６のとおりです。

表１－６ 平成２８年度係長能力認定試験実施状況

受験者数（人） 合格者数（人） 最終倍率（倍）

一般事務職

Ａ・Ｂ試験 （ ）
（ ）

（ ）
Ａ試験のみ合格 （ ）

Ａ試験 （ ） （ ） （ ）

一般技術職 （ ） （ ） （ ）

免許・資格職 （ ） （ ） （ ）

（ ）は 女性で 内数

（注） 一般事務職は，筆記によるＡ試験（法的知識を問う試験）及びＢ試験（市政や一般知

識を問う試験）の両方の合格が必要です。Ｂ試験受験には２級在級年数が１年６月以上必

要ですが，Ａ試験は在級年数に関わらず２５歳から受験ができます。
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第２章 給与，勤務時間その他勤務条件に関する報告及び勧告の状況

第 節 給与に関する報告及び勧告

１ 給与に関する報告及び勧告とは

地方公務員は，地方公務員法により労働基本権が制約されており，民間企業の従業員

のように労使交渉等によって賃金を決定することができないため，その代償措置として，

人事委員会による給与勧告制度が設けられています。 
人事委員会は，地方公務員法に定める「情勢適応の原則」や「均衡の原則」に基づき，

地方公務員の給与水準を民間給与に均衡させることを基本とし，国や他の地方公共団体

等との均衡も考慮のうえ，給与，勤務時間その他の勤務条件について研究を行い，必要

な措置について議会及び長に勧告することとされています。

なお，給料表に関しては，毎年少なくとも一回，現行給料表が適当であるかどうかに

ついて報告するものとされています。そのうえで，給与を決定する諸条件の変化により，

給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは，併せて勧告するこ

ととされています（９４ページ「給与勧告の仕組み」参照）。

２ 平成２８年職員の給与に関する報告及び勧告の概要

（１）勧告日 平成２８年９月１２日（月）

（２）報告及び勧告の内容

ア 本市職員の給与と民間給与との比較について 
（ア）月例給 

平成２８年４月現在の本市職員の給与は，民間給与を６２円（０．０２％）下

回っていました。

表２－１ 平成２８年４月分における本市職員の給与と民間給与との較差

民間の給与
職員の給与

行政職 一

適用相当職

較 差

×

円 円 円

（注）比較の対象とした者には，平成２８年度の新規採用者は含まれていません。

（イ）特別給

市内の民間事業所の特別給の支給月数は，４．３２月分でした。
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表２－２ 市内民間事業所の特別給の支給月数

区 分

項 目
事務・技術等従業員 技能・労務等従業員

特別給の

支給月数

下半期 月分 月分

上半期 月分 月分

年 間 の 平 均 月分

参考

本市職員の支給月数 月分

（注） 下半期とは平成２７年８月から平成２８年１月まで，上半期とは平成２８年２月

から７月までの期間をいいます。

年間の平均は，特別給の支給月数を本市の職員構成に案分して求めたものです。

イ 給与の改定について

本市職員の給与が民間給与を６２円（０．０２％）下回っていましたが，公民の

給与較差が極めて小さく，給料表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難である

ことから，月例給の改定を行うことは適切でないと判断しました。

期末手当及び勤勉手当については，本市職員の年間支給月数が，市内民間事業所

で支払われた特別給の支給月数を下回っており，０．１０月分引き上げ，４．３０

月分とすることが適当と判断しました。引上げに当たっては，平成２８年の人事院

勧告及び市内民間事業所における特別給の支給状況を勘案し，勤勉手当の支給月数

を引き上げることが適当と判断しました。

ウ 給与に関するその他の課題

高齢層職員の給与水準及び給与制度については，職員の給与水準について検証し

たところ，４０歳台前半までの層については昨年よりも上昇し，４０歳台後半以降

の層，特に５０歳台において，昨年よりも低下していることが認められました。

今後も，給与制度の総合的見直しが完成する平成３１年４月にかけて，高齢層職

員の給与水準は段階的に低下していくことが見込まれるため，現時点において，昇

給制度の見直しを直ちに実施する必要性は認められないものの，他の政令指定都市

においては，９都市が当該見直しを既に実施していることから，他の地方公共団体

の動向等を注視しつつ，引き続き，高齢層職員の給与水準の動向や給料表の引下げ

に伴う経過措置が終了した時点における公民の給与較差の状況を検証のうえ，高齢

層職員の給与制度の在り方について，検討を行うことが適当であると報告しました。

また，扶養手当の見直しについて，本市においては，市内民間事業所の支給状況

も踏まえ，国や他の地方公共団体と同様に，配偶者に係る手当額を子等に係る手当

額よりも高額に設定してきたところであり，現時点において，本市の扶養手当支給

状況は，市内民間事業所における支給状況とほぼ均衡が取れているといえる状況に

あるが，今後，国及び他の地方公共団体の動向も注視しつつ，本市の扶養手当制度

の在り方について，引き続き研究していくと報告しました。 
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エ 人事管理に関する課題について

人事管理に関する課題については，以下の点を報告しました。

 
（ア）有為な職員の確保，育成等 

ａ 有為な職員の確保 
・ 職員採用をめぐる環境が厳しさを増す中で，有為な職員を確保するため

の対策の重要性が高まっており，任命権者とも連携を図りつつ，受験者を

確保するための効果的な広報活動や採用試験制度の在り方について，引き

続き検討する。 
ｂ 昇任意欲の醸成と女性職員のキャリア形成の推進 
・ 若手職員が昇任意欲を持つこと，特に管理職員の候補となり得る女性職

員の層の拡大が重要な課題であり，女性職員のキャリア形成を推進する取

組を任命権者に求めるとともに，本委員会としても，適切な昇任管理の在

り方について，引き続き研究する。 
ｃ 人事評価 
・ 人事評価を通じて職員の育成と組織の活性化に寄与するよう，地方公務

員法にのっとり，公正かつ納得性の高い制度の運用に努め，人事管理の基

礎として適切に活用する必要がある。 
 
（イ）働き方の改革と勤務環境の整備等 

ａ 働き方の改革 
・ 働き方の改革が重要な社会的課題となってきていることに加え，本市に

おいては，「真のワーク・ライフ・バランスを実現するまち・京都」を目指

すべき未来像の一つとして掲げていることからも，本市に勤務する職員が

仕事と家庭や地域での生活を両立させることのできる働きやすい勤務環境

を整備していくことが重要である。 
・ 職員が仕事と家庭や地域での生活を両立させるためには，長時間労働を

是正し，育児，介護等により時間的に制約のある職員も，その能力を十分

に発揮できるようにするとともに，家庭や地域社会での役割を十分に果た

せていなかった職員がこれらの役割を果たせるようにすることが不可欠で

ある。 
ｂ 時間外勤務の縮減 
・ 高齢化の進行により，今後，多くの職員が家族の介護の当事者となる状

況を想定する必要があり，長時間労働に依存した業務運営が，いずれ立ち

行かなくなるとの認識に立ち，危機感を持って臨む必要がある。 
・ 抜本的な時間外勤務の縮減のためには，トップの取組姿勢が肝要であり，

明確で強い方針を繰り返し全庁に敷衍
えん

し，職員の意識改革や具体的な行動

に結び付ける必要がある。 
・ 各局区等では，時間外勤務の縮減に向け，業務の取捨選択を含むスリム

化や，過剰な業務の合理化などに取り組む必要があるとともに，全ての職
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員が当事者として，その職位に応じた役割を積極的に果たし，組織全体と

して粘り強く継続的に取り組むことが重要である。 
・ 様々な努力を経てもなお，やむを得ず長時間の時間外勤務が生じる場合

には，職員の業務負担の平準化を図るとともに，業務量に応じた適正な人

員配置を適宜行う必要がある。 
ｃ 安全衛生その他の勤務環境の整備等 
・ 職場における安全衛生の確保は，公務災害の防止を図るため安全衛生を

全てに優先させて実行するとした「京都市安全衛生方針」にのっとり，積

極的に取り組んでいく必要がある。 
・ 職員のメンタルヘルスについては，ストレスチェックを引き続き適切に

実施し，職員のセルフケアを促すとともに，分析結果を職場環境の改善等

に有効活用することで，メンタルヘルス不調の発生予防に資することが重

要である。 
・ ハラスメントについては，いわゆるマタニティハラスメント等の防止に

係る法整備も踏まえ，適切な措置を講じる必要がある。 
・ 本市では，市政の重要な担い手として，任用根拠や勤務形態の異なる職

員が相当数存在しており，任命権者においては，これらの職員も含めた全

ての職員が意欲を持って働くことができるよう，引き続き適切な制度運用

を図る必要がある。 
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注 内の数値は，平成 年 月時点の状況である。

給 与 勧 告 の 仕 組 み 

京都市職員 （行政職，技術職） と民間の給与を比較 

特別給の 
支給状況 

前年  月から 
当年  月まで 

職 種 別 民 間 給 与 実 態 調 査 京 都 市 職 員 給 与 等 実 態 調 査 

民 間 給 与 の 調 査 京 都 市 職 員 給 与 の 調 査 

市長，職員団体等の 
要望・意見 

・生計費 
・国家公務員の給与 
・他の地方公共団体 

の職員の給与 
・その他の事情 

市 会 

企業規模  人以上かつ事業所規模  人以上の 
市内民間事業所を無作為抽出し，訪問して調 
査を行う。 

  調査対象  事業所中，  事業所を調査  

仕事の種類，役職段階，学歴及び年齢を同じく 
するもの同士の給与を比較    

京都市職員の個人別給与を調査 
対象：市長部局，市会事務局，各行政委 

員会及び消防局に属する一般職の職 
員並びに京都市立学校教職員（府費 

日に在職する者 
負担の者を除く。）で，当年 月   

市 長 
（勧告の取扱いを決定） 

 月分給与 
（ 行政職・技術職） 

   人  

給与改定や 
諸手当支給等
 の状況 

事業所別調査 従業員別調査 

民間の特別給の 
年間支給割合 
との比較 

情勢適応の原則 民間準拠
均衡の原則にのっとり 給料
表及び手当の改定内容を検討
して決定

人 事 委 員 会 勧 告 

給 与 条 例 改 正 

地方公務員法

第5条第2項に

基づく人事委

員会に対する

意見照会及び

回答 

給与条例改正案提出 
 

 月分給与 
（ 事務・技術関係職種） 

   人  
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第２節 給与等に関する調査

１ 職種別民間給与実態調査

職員の給与を検討するため，人事院及び全国の人事委員会が共同して，毎年４月現在

における民間給与の実態を調査するもので，企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人

以上の事業所が対象となっています。

本市における平成２８年の調査の概要は，表２－３のとおりです。

表２－３ 平成２８年職種別民間給与実態調査の概要

調査期間 平成２８年５月１日から同年６月１７日まで

調査対象事業所 ５９５事業所

調査事業所 調査対象事業所の中から層化無作為抽出法（注）によ

り抽出した１６１事業所のうち調査対象外と判明した

事業所を除く１５８事業所

調査完了事業所 １４４事業所（完了率：９１．１％）

調査実人員 ８，２６４人（うち事務・技術関係職種７，２２５人）

（注） 調査対象事業所を産業，規模等によって層化（グループ分け）し，所定の抽出

率を用いて，これらの層から調査事業所を無作為に抽出する方法を言います。

２ 職員給与等実態調査

平成２８年４月１日に在職する本市職員のうち，民間従業員の給与との比較を行った

職員の給与等の状況は，表２－４のとおりです。 
 

表２－４ 平成２８年職員給与等実態調査の結果の概要 
項 目 内 容 項 目 内 容

給 料 円 人 員 人

扶 養 手 当 円 平 均 年 齢 歳

管理職手 当 円 平均勤続年数 年

地 域 手 当 円 男女別

構成比

男 ％

住 居 手 当 円 女 ％

その他の手当 円 大学卒 ％

合 計 円 短大卒 ％

高校卒 ％

中学卒 ％

（注）その他の手当とは，単身赴任手当（基礎額）です。
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第３章 勤務条件に関する措置の要求の状況

措置要求の制度は，給与，勤務時間その他の勤務条件に関し，職員から適切な措置を求

める要求があった場合に，人事委員会が必要な審査を行ったうえで判定を行い，その結果

に基づき，人事委員会の権限に属する事項については自ら実行し，その他の事項について

は権限を有する機関に対して必要な勧告を行うことにより，事案の解決に当たるものです。

この制度は，単に職員の勤務条件に関する不平不満の解消を図るのみならず，労働基本

権を制約されている職員が勤務条件の積極的な改善と適正化を求めることを保障し，労働

基本権制約の代償的機能を果たすものです。

平成２８年度は，新たに提起のあった要求１件について，棄却をし，平成２９年度に繰

り越したものはありませんでした。

表３－１ 平成２８年度判定一覧

事案名 判定年月日 要求内容 判定

平成 年度第 号措置

要求事案

平成 年 月 日 住居手当の改正における差別

の是正

棄却

第４章 不利益処分に関する審査請求の状況

不利益処分に関する審査請求とは，職員が懲戒処分や意に反する降給，降任，休職，免

職等の不利益処分を受けたとして審査を請求した場合に，人事委員会が，口頭審理を行う

ことを原則としてその事案を審査し，その結果に基づき，処分を承認し，修正し，又は取

り消す判定を行うものです。また，人事委員会は，必要がある場合においては，任命権者

に当該職員が受けるべきであった給与等を回復するために必要かつ適切な措置をさせるな

ど，当該職員が処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示を行うことができ

ます。

平成２８年度は，前年度から繰り越した２件について審理し，取下げのあったものを除き，

１件について判定を行い，平成２９年度に繰り越したものはありませんでした。

表４－１ 平成２８年度判定一覧

事案名 判定年月日 処分者 請求内容 判定 審理方法

平成 年第 号不服

申立事案

平成 年

月 日

京都市教

育委員会

平成 年 月 日付

け配置換え処分の取

消し

却下 口頭審理
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参考 職員からの苦情相談の状況

職員からの苦情相談制度は，職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及

び相談があった場合に，人事委員会が申出人に対し助言等を行うほか，任命権者に対し指

導，あっせんその他の必要な措置を行うことにより，職員が意欲を持って，安心して職務

に専念できるようにし，公務能率の維持・向上を図るものです。

平成２８年度の苦情相談の件数は１５件であり，その状況は次のとおりです。

なお，苦情相談の件数については，相談があったもののうち，苦情処理制度の要件に合

致しないが，可能な範囲で説明，助言等を行ったものを含みます。

表 参考 －１ 平成２８年度苦情相談の内容別件数 重複あり

内容区分 件数

任用関係

勤務時間，休暇，服務，

倫理等関係

健康安全等関係

給与関係

セクハラ

パワハラ

パワハラ以外のいじめ等

公平審査手続関係

人事評価関係

その他

計

表 参考 －２ 平成２８年度苦情相談の処理区分（重複あり）

処理区分 件数

苦情相談制度説明

事情聴取

事情聴取し，説明・助言

任命権者に伝達

任命権者から事情聴取し，結果を相談者に連絡

任命権者を指導し，改善結果を相談者に連絡

あっせん

打ち切り

その他

継続中

計
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地方公務員法（抄）

昭和 年 月 日

法律第 号

（等級等ごとの職員の数の公表）

第 条の 任命権者は、第 条第 項に規定する等級及び職員の職の

属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報

告しなければならない。

地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公

表しなければならない。

京都市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成 年 月 日

条例第 号

趣旨

第 条 この条例は，地方公務員法第 条の の規定に基づき，人事行

政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

人事行政の運営の状況の報告

第 条 任命権者は，毎年 月 日までに，市長に対し，職員 臨時的に

任用された職員及び非常勤職員 地方公務員法第 条の 第 項に規定

する短時間勤務の職を占める職員を除く。 を除く。以下同じ。 に係る

次に掲げる事項を報告しなければならない。

職員の任免及び職員数に関する状況

職員の人事評価の状況

職員の給与の状況

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

職員の分限及び懲戒の状況

職員の服務の状況

職員の退職管理の状況

職員の研修の状況

職員の福祉及び利益の保護の状況

その他市長が必要と認める事項



人事委員会の業務の状況の報告

第 条 人事委員会は，毎年 月 日までに，市長に対し，次に掲げる

事項を報告しなければならない。

職員の競争試験及び選考の状況

給与，勤務時間その他勤務条件に関する報告及び勧告の状況

勤務条件に関する措置の要求の状況

不利益処分に関する審査請求の状況

人事行政の運営の状況の概要等の公表

第 条 市長は，前 条の規定による報告を受けたときは，毎年 月

日までに，第 条の規定による報告を取りまとめ，その概要及び前条の

規定による報告を公表しなければならない。

前項の公表は，次に掲げる方法により行うものとする。

市役所及び区役所の掲示場に掲示する方法

その他市長が定める方法

委任

第 条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

附 則

この条例は，平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日条例第 号 抄

施行期日

この条例は，平成 年 月 日から施行する。

附 則 平成 年 月 日条例第 号

この条例は，平成 年 月 日から施行する。

京都市職員の倫理の保持に関する条例（抄）

平成 年 月 日

条例第 号

市議会への報告

第 条 市長は，毎年，市議会に職員の職務に係る倫理の保持に関する

状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について報

告しなければならない。



京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例（抄）

平成 年 月 日

条例第 号

市会への報告及び公表

第 条 市長は，毎年，第 条の規定により実施機関等に提出された書

面に係る要望等の件数及びその概要，第 条第 項の規定により実施機

関等が講じた措置等について，市会に報告するとともに，公表するもの

とする。



 
本書は，京都市における人事行政に関する以下の状況を取りまと

め，市会に報告するとともに，市民の皆様に分かりやすくお知らせ

するものです。

・ 「地方公務員法」に基づく京都市における等級等ごとの職

員数の公表

・ 「京都市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基

づく京都市における職員の任用や人事評価，給与，勤務条件，

服務などの状況

・ 「京都市職員の倫理の保持に関する条例」に基づく職員の職

務に係る倫理の保持に関する状況

・ 「京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」に基

づく職員が受けた要望等の件数及びその概要並びに不正な

要望等に対して講じた措置等
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○ 京都市人事行政の運営等の状況（職員の任用や人事評

価，給与，勤務条件，服務等） 

○ 京都市職員の倫理の保持に関する状況 

○ 京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する状況 
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